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明治学院大学大学院学則 

 

   

第１条 明治学院大学大学院は、基督教による人格教育と学問の自由を基盤として、深奥なる学術の

理論および応用を研究教授し、さらに進んで研究指導能力を養い、また、高度で専門的な職業能

力を有する深い学識及び卓越した能力を培い、もって人類の文化と福祉の増進に貢献することを

目的とする。 

第１条の２ 本大学院は、前条の教育水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するた

め、教育研究活動の状況について、自己点検および評価を実施するものとする。 

２ 自己点検および評価の実施体制並びに方法については、別にこれを定める。 

第２条 本大学院に博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程をおく。 

２ 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の

専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又は各種機関な

どで実践的に活躍できる高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力、応用能力及

びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

４ 専門職学位課程は、専攻分野についての応用的、実践的な専門教育を通じて、高度で専門的な

職業能力を有する深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 

 

   

第３条 本大学院に次の研究科(以下、専門職学位課程をもつ研究科については、他の研究科と区

別して「職研究科」という。)をおく。 

文学研究科 

経済学研究科 

社会学研究科 

法学研究科 

国際学研究科 

心理学研究科 

法務職研究科 

第４条 各研究科に次の専攻をおく。 

研究科等 博士前期課程 博士後期課程 専門職学位課程 

文学研究科 英文学専攻 英文学専攻 ― 

 フランス文学専攻 フランス文学専攻 ― 

 芸術学専攻 芸術学専攻 ― 

経済学研究科 経済学専攻 経済学専攻 ― 

 経営学専攻 経営学専攻 ― 

社会学研究科 社会学専攻 社会学専攻 ― 

 社会福祉学専攻 社会福祉学専攻 ― 

法学研究科 ― 法律学専攻 ― 

国際学研究科 国際学専攻 国際学専攻 ― 

心理学研究科 心理学専攻 心理学専攻 ― 

法務職研究科 ― ― 法務専攻 

 

第５条 博士課程の標準修業年限は５年とする。 

２ 博士課程は、前期２年の課程（以下「前期課程」という｡)及び後期３年の課程（以下「後期課程」と

いう｡)に区分する。 

３ 専門職学位課程の標準修業年限は原則として２年とする。ただし、法務職研究科の標準修業年限
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は３年とし、関連専攻分野の基礎的な学識を有すると認められる者については、修業年限を２年に

短縮することができる。 

第５条の２ 明治学院大学大学院法務職研究科を明治学院大学法科大学院と称する。 

 

   

第６条 本学大学院は研究科・専攻ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を以

下に定める。 

 

文学研究科 

文学研究科では、さまざまな表現行為の研究を通して、人間のあり方、あるべき姿を総合的にとら

えることを目指している。その領域は狭義の文学に限られず、文化、芸術、思想など、人類がその長

い歴史を通して自らのありようを問い続けてきた多くの分野に及ぶ。 

博士前期課程では、広い視野と深い学識に基づいた研究能力と専門的職業人としての能力を養う

ことを、博士後期課程では、専攻分野における自立した研究者としての能力、高度に専門的な業務

に従事し得る能力を養うことを目的とする。そうした能力が狭い専門性にとどまることなく、幅広い関心

と学識に支えられた超領域的で総合的な力として発揮できる人材を養成することを目的とする。 

 

英文学専攻 

「博士前期課程」 

英米文学･文化、英語学、英語教育学についての高度な専門的学識を授け、後期課程に進学し研

究職を目指すために必要な研究能力をもつ人材、英米文学･文化、英語学、英語教育学の専門的知

識を基盤に英語教育の実践の場で活躍できる人材、英米文学･文化、英語学についての専門的知

識を必要とする職業に就くことのできる人材の養成 

「博士後期課程」 

研究者として自立し得る人材又は、高度な専門的学識を基盤に、専門的知識を授け次の世代の研

究者を養成し得る人材の養成 

 

フランス文学専攻 

「博士前期課程」 

フランス語圏やヨーロッパの文学・批評（テクスト性コース）と芸術・思想（モデルニテコース）に関す

る高度な教養と見識を身につけ、広く文化的な領域で活躍できる人材の養成 

「博士後期課程」 

複合的な世界観に立った個々の文化研究を深め、日本語とフランス語での自己表現能力を身に

つけ、研究者として自立できる人材の養成 

 

芸術学専攻 

「博士前期課程」 

芸術と真摯に向き合い、様々な文化的・社会的コンテクストのなかで芸術をとらえ、享受する感性を

有する人材の養成 

「博士後期課程」 

専門的な研究領域における研鑽に加え、各分野におけるエキスパートとして、専門知識と芸術的

感性のバランスを重視し、現代のアートシーンに適応する柔軟な感性を持ち、さらに我が国の学界は

もとより、国際的なステージにおいて、リーダーとなる人材の養成 

 

経済学研究科 

経済学研究科は、キリスト教による人格教育と学問の自由を基礎として、"Do for Others"の精神に

基づいて国内外で貢献できる有為の学究者、及び国際化・情報化時代に対応できる高度専門的職

業人の養成を教育理念として展開している。この理念を基に、本研究科は、深奥なる学術の理論及
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び応用の研究を教授し、更に進んで研究能力を養い、また高度で専門的な職業能力を有する深い

学識及び卓越した能力を養い、もって人類の文化と福祉の増進に貢献することを教育研究の目的・

人材養成の目的とする。 

本研究科は、以下の三つの役割を担いながら、博士前期課程と博士後期課程を有する最高学位

授与機関としての社会的役割に貢献していくことを目指す。 

① 創造的・先駆的な学術研究の推進と国際貢献 

② 全人格的教育を基に創造的豊かな研究者の育成 

③ 高度な専門知識・能力を持つ職業人の育成 

 

経済学専攻 

「博士前期課程」 

景気や財政･金融をはじめ多種多様な問題の実態の解明と対応策を考察することのできる力と、理

論、制度、歴史の実証的な研究能力を持つ人材の養成 

「博士後期課程」 

将来独立した研究活動を行うのに必要な研究能力の養成を目的とした、「専門性」を備え、「洞察

力」と「解決能力」に優れた研究教育者の養成又は、高度な専門性を持つ職業人の養成 

 

経営学専攻 

「博士前期課程」 

高度に理論的な分析と現象面での問題解決能力を有する学界最前線を担う研究者養成又は、ビ

ジネス界のリーダー養成 

「博士後期課程」 

学界最前線を担う研究者の養成を主眼とした、理論的基礎力の十分な理解の促進、将来の研究

者としての資質の養成又は、将来の教育者としての人材の養成 

 

社会学研究科 

社会は人間と環境との関係性により形成されており、また人間は常に自分と他者との関係性を意識

している。これらの関係性はいつも安定しているのではない。 

社会学研究科では、これらの関係性の不安定化により直面する様々な社会の問題に対し、何故、

そのような問題が生じたのか、その解決にはどのような方法があるのかを、社会科学の研究と教育を

通して学び理解し、現実の社会に対応できる能力を習得した上で研究を深められる人材の育成を目

指す。 

博士前期課程では基本的な理論や研究方法を身につけることを教育の主眼とし、博士後期課程

ではそれらの理論や研究方法を駆使して、将来の教育研究に携われる人材を育成する。 

 

社会学専攻 

「博士前期課程」 

社会学の理論的・方法論的・経験的業績の体系的な学習とともに、個別分野における具体的な調

査法および分析技術の習得と、各個別分野を超えた広がりのある、社会および人間への批判的な洞

察力を獲得し、複雑化した現代社会のかかえる多様な問題に高度に専門的な知識・技能をもって立

ち向かう人材の養成 

「博士後期課程」 

個別分野における具体的な調査法および分析技術の彫琢・開発と、各個別分野を超えた広がりの

ある、社会および人間への批判的な洞察の展開・発表の資質を獲得し、社会学における教育研究者

としての能力を持った人材の養成 

 

社会福祉学専攻 

「博士前期課程」 
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多様な社会問題をかかえる現実社会に対応するため、社会福祉学の体系的な学修を通して研究

課題を設定し、社会福祉学に関する高度で専門的かつ科学的な思考方法と知識および技術を修得

すると共に、ソーシャルワークの視点から人間全般に対する深い教養と総合的な捉え方のできる人材

の養成 

「博士後期課程」 

現代社会、国際社会において複合的に発生する多様な形態からなる社会問題に対して、研究課

題を設定し、社会福祉学に関する各専門領域の学問研究を深耕しながら社会に貢献できる自立した

研究能力の養成 

 

法学研究科 

法学研究科は、本学の建学の精神である「キリスト教による人格教育」と、本学の創始者ヘボン博

士の終生にわたる教育に対する"Do for Others"という基本理念に基づき、他者の立場にたって考え、

行動することに重きをおき、法学・政治学の専攻分野において、研究者または専門職業人として、高

度な研究能力を備え、理論・応用両面での高度な学問の開発に貢献できる人材の養成を、教育目標

とする。 

 

法律学専攻 

「博士後期課程」 

法学・政治学の専攻分野に関する高度な研究能力と応用能力を備え、理論・応用両面での高度な

学問分野の開発に貢献できる研究者又は、専門職業人の養成 

 

国際学研究科 

国際学研究科は､複眼的かつ国際的視野を持ったプロフェッショナルを育成することを目標とする。

21 世紀において真の国際化に貢献しうる人材の育成を目指し、国際機関・海外ＮＰＯ・ＮＧＯ等、さら

にはグラスルーツ・ディベロップメント（草の根的開発）を担える人材の育成、また、高い専門性を備え

た、国連機関などで活躍できる高度な専門的職業人、教育者・研究者の養成を目的とする。 

 

国際学専攻 

「博士前期課程」 

平和研究、日本・アジア研究、グローバル社会研究を柱とした教育の展開による、国際的視野を持

った高度なプロフェッショナルの養成 

「博士後期課程」 

平和研究、日本・アジア研究、グローバル社会研究を基礎にさらに高い専門性を備えた、国際機

関などで活躍できる高度な専門的職業人又は、教育者・研究者の養成 

 

心理学研究科 

心理学研究科の教育研究の目的は、「こころを探り、人を支える」という教育理念の下、心理学を基

礎として社会のさまざまな場面で活躍できる高度な能力を持つ人材を育成することである。博士前期

課程では、幅広い心理学的素養と学識を基盤にしながら、社会の様々な支援の場で活躍できる実践

力のある高度専門職業人の養成、博士後期課程では、個人への支援及び地域社会への支援を実行

できる実践家・高度専門職業人の養成、心理学の基礎的研究、実践的研究、および基礎的研究と実

践的研究を統合する力を持つ大学等の教員・研究者の養成を目的とする。 

 

心理学専攻 
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「博士前期課程」 

幅広い心理学的素養を基盤にし、支援の場で活躍できる実践力のある人材の養成又は、後期課

程に進み研究職を目指すために必要な研究能力を持つ人材の養成 

「博士後期課程」 

個人への支援及び地域社会への支援を実行できる実践家の指導者の養成および、基礎的研究、

実践的研究、さらに両者を総合する力を持つ研究者の養成 

 

法務職研究科 

法務職研究科は、法曹に必要とされる理論上、実務上の知識・技能についての応用的、実践的な

専門教育を通じた、高度専門職たる法曹の社会的使命および職業倫理の通暁、かつ深い学識およ

び卓越した能力を有する人材の養成を目指す。 

 

法務専攻 

法曹に必要とされる理論上、実務上の知識・技能についての応用的、実践的な専門教育を通じた、

高度専門職たる法曹の社会的使命および職業倫理の通暁、かつ深い学識および卓越した能力を有

する人材の養成 

 

 

   

第７条 各研究科の収容定員は、次のとおりである。 

研究科

等 
専攻 

博士前期

課程 

博士後期 

課程 

専門職学位

課程 
合計 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 
 

英文学専攻 12 24 2 6 － － 30 

フランス文学 

専攻 
10 20 5 15 － － 35 

芸術学専攻 10 20 5 15 － － 35 

計 32 64 12 36 － － 100 

  

経済学専攻 10 20 3 9 － － 29 

経営学専攻 10 20 3 9 － － 29 

計 20 40 6 18 － － 58 

 

社会学専攻 10 20 2 6 － － 26 

社会福祉学 

専攻 
10 20 3 9 － － 29 

 20 40 5 15 － － 55 

 

 

法律学専攻 － － 5 15 － － 15 

 

国際学専攻 10 20 3 9 － － 29 

 

心理学専攻 30 60 4 12 － － 72 
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法務専攻 － － － － 60 180 180 

合計 
112

名 

224

名 

35

名 

105

名 

60

名 

180

名 

509

名 

 

 

   

第８条 本大学院各研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下

「研究指導」という。)によって行うものとする。ただし、本大学院各職研究科の教育は、授業科目の

授業によって行うものとする。 

２ 各研究科の学生は，入学の当初に指導教授と協議した上で研究主題を定め，各研究科委員会の

定めるところに従い，履修する授業科目を選定して許可を得なければならない。ただし、法科大学

院の学生は、法科大学院教授会(第 15章)の定めるところに従い、入学の当初に担当教授と協議し

た上で、履修する授業科目を選定して許可を得なければならない。 

第９条 博士前期課程及び後期課程、並びに専門職学位課程の研究科専攻別授業科目，卖位数，

並びにこれらの履修方法は，別表第１のとおりとする。 

第 10条 各研究科において教育研究上有益と認めるときは、別に定める規程に基づき、他大学の大

学院と予め協議の上、当該他大学大学院の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目の卖位は、10卖位(法科大学院は30卖位)を超えない範囲で、

本学において履修したものとみなすことができる。 

第 10 条の２ 本大学院は、各研究科において、教育研究上有益と認めるときは、外国における正規

の高等教育機関で、学位授与権を有する大学の大学院、またはこれに相当する教育研究機関と

予め協議の上、当該大学院等の授業科目を履修させることができる。 

２ 協定校の認定その他留学に関する重要事項は，研究科委員会(以下「研究科委員会」というときに

は、「法科大学院教授会」を含む)の議を経て，学長がこれを定める。 

３ 留学期間は，特に定めがあるものの他は１年以内とする。ただし，願い出により特に必要と認めた

場合には，引き続き１年に限り留学期間の延長を許可することがある。 

４ 留学期間は，在学年数に算入する。 

５ 留学によって取得した卖位は，当該研究科委員会の審査により，10 卖位(法科大学院は 30 卖位)

を超えない範囲で課程修了の要件として認定することができる。 

第 10 条の３ 法科大学院教授会は、同教授会において指定された授業科目について、30 卖位を超

えない範囲で、入学前に相当する科目を履修したことをもって既修得科目として認定することがで

きる。 

第 10条の４ 第 10条、第 10条の２及び第10条の３により、本大学院における修得卖位として認定さ

れる卖位の合計は、10卖位(法科大学院は 30卖位)を超えることができない。 

 

 

   

第11条 各履修授業科目の合否の認定は，筆記もしくは口頭試験または研究報告によるものとする。 

第 12 条 所定の卖位を修得し，かつ学位論文を提出した者につき，学位論文を中心として筆記また

は口頭により最終試験を行うものとする。ただし、法科大学院については、この限りではない。 

２ 博士前期課程の修了要件は，大学院に２年以上在学し，30 卖位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

３ 博士後期課程の修了要件は，大学院に５年(博士前期課程を修了した者にあっては，当該課程に

おける２年の在学期間を含む。)以上在学し，30 卖位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受け

た上，博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究

業績を上げた者については，大学院に３年(博士前期課程を修了した者にあっては，当該課程に
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おける２年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。また、法科大学院に３年以上在

学し修了した者が法学研究科博士後期課程に進んだ場合には、２年以上在学すれば足りるものと

する。 

４ 専門職学位課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、30 卖位以上の卖位を修得することと

する。ただし、法科大学院については、３年以上在学し、94 卖位以上を修得することとし、第５条第

３項により、修了期間の短縮を認められて入学した者については、２年以上の在学をもって足りるこ

ととする。 

５ 博士前期課程または博士後期課程の最終試験は，学位論文の提出後に行う。 

第 13 条 課程修了の認定は，大学院各研究科委員会の議を経て大学院委員会においてこれを行

う。 

 

 

   

第 14条 本大学院の各研究科において博士前期課程または博士後期課程の所定の卖位を修得し，

学位論文の審査および最終試験に合格した者に対しては，その課程に応じてそれぞれ修士また

は博士の学位を授与する。本大学院の各職研究科において専門職学位課程の所定の卖位を修

得した者に対しては、それぞれ専門職学位の学位を授与する。 

第 15 条 本大学院の学生でない者が論文を提出して博士の学位を得ようとするときは，本大学院課

程に準ずる審査を経て，博士の学位を授与することができる。 

第 16条 本学において授与する修士の学位は，次のとおりとする。 

文学研究科英文学専攻 修士(英文学) 

文学研究科フランス文学専攻 修士(フランス文学) 

文学研究科芸術学専攻 修士(芸術学) 

経済学研究科経済学専攻 修士(経済学) 

経済学研究科経営学専攻 修士(経営学) 

社会学研究科社会学専攻 修士(社会学) 

社会学研究科社会福祉学専攻 修士(社会福祉学) 

国際学研究科国際学専攻 修士(国際学) 

心理学研究科心理学専攻 修士(心理学) 

 

第 16条の２ 本学において授与する博士の学位は，次のとおりとする。 

文学研究科英文学専攻 博士(英文学) 

文学研究科フランス文学専攻 博士(フランス文学) 

文学研究科芸術学専攻 博士(芸術学) 

経済学研究科経済学専攻 博士(経済学) 

経済学研究科経営学専攻 博士(経営学) 

社会学研究科社会学専攻 博士(社会学) 

社会学研究科社会福祉学専攻 博士(社会福祉学) 

法学研究科法律学専攻 博士(法学) 

国際学研究科国際学専攻 博士(国際学) 

心理学研究科心理学専攻 博士(心理学) 

 

第 16条の３ 本学において授与する専門職学位の学位は、次のとおりとする。 

法務職研究科法務専攻 法務博士(専門職) 

第 17条 学位論文、最終試験および学位授与規程に関する細則は、別に定める。 
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第 18条 各研究科に研究科委員会をおく。 

２ 研究科委員会は，その研究科の授業科目を担当する指導教授をもって組織する。 

３ 研究科委員会は，その研究科に関する授業ならびに指導，入学，試験，学位論文の審査その他

必要事項を審議する。 

第 19 条 各研究科委員会に研究科委員長を置く。委員長は，研究科委員会を招集し、その議長とな

る。 

２ 研究科委員長は、当該研究科委員会において互選する。 

３ 研究科の専攻に主任教授を置く。 

第 20条 本大学院に大学院委員会を置く。 

２ 大学院委員会は，研究科に共通する重要事項(学位の授与，大学院に関わる人事，その他であっ

て、研究科間の調整を要するもの)を審議する。 

第 21 条 大学院委員会は，学長，研究科委員長(以下、法科大学院長を含む)および専攻主任教授

をもって構成する。ただし，各研究科選出の委員が３名に満たない場合は，当該研究科委員会委

員(以下、法科大学院教授会委員を含む)を大学院委員とすることができる。 

２ 大学院委員会は学長が招集し，議長となる。 

３ 大学院委員会において議決を要する場合は，各研究科委員長が議決権を有する。 

第 22条 大学院には，事務の処理，学生の補導，福祉等のため事務職員若干名を置く。 

 

 

   

第 23条 学年は毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終る。 

第 24条 学年を分けて次の２学期とする。 

春学期  ４月１日から９月２０日まで 

秋学期  ９月２１日から翌年３月 31日まで 

２ (削除) 

３ 春学期および秋学期期間については、変更することができる。 

４ 在学年数の計算にあっては、第 1 項の日付に関係なく春学期及び秋学期ともに在学期間はそれ

ぞれ６ヶ月とする。 

第 25条 学年中の休業日を次のとおり定める。 

春季休業 １月 29日より３月 31日まで 

夏季休業 ７月 27日より９月 22日まで 

冬季休業 12月 26日より１月 5日まで 

日曜日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日 

創立記念日 11月１日 

臨時休業は、そのつどこれを定める。 

２ 前項、春季・夏季および冬季の休業日は、変更することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、日曜日を除く休日又は休業日に授業を行

うことがある。 
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第 26 条 本大学院の博士前期課程及び専門職学位課程に入学できる者は，次の資格を有するもの

とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(3) 学校教育法施行規則第 70条第１項第３号の規定に基づき文部科学大臣の指定した者 

(4) 本学学部に３年在学し、各研究科において、特に優れた成績をもって所定の卖位を修得した
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と認めた者 

(5) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

(6) 本大学院において個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、22歳に達した者 

(7) その他各研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

第 27条 本大学院の博士後期課程に入学できる者は，次の資格を有するものとする。 

(1) 修士の学位を有する者 

(2) 専門職学位の学位を有する者 

(3) 外国において修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 学校教育法施行規則第 70条の２第２号の規定に基づき文部科学大臣の指定した者 

(5) 本大学院において個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、24歳に達した者 

(6) その他各研究科において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

第28条 前期課程を修了して引続き後期課程に進学することを願い出た者には，別に定めるところに

より，選考の上進学を許可する。 

第 29条 本大学院の入学期は毎年春学期の始めとする。 

第 30 条 本大学院に入学を志願する者は，大学院学納金等取扱細則に定める入学検定料を納付し，

所定の期日までに必要書類を提出しなければならない。 

第 31 条 入学を許可された者は，本大学院所定の用紙に定められた保証人連署の在学証書および

戸籍記載事項証明書あるいは住民票抄本に入学金を添えて，指定の期日までに差出さなければ

ならない。同期日までに差出さないときは，入学を取消すことがある。 

第 32 条 他の大学大学院から転入を希望する者があるときは，欠員のある場合に限り所定の考査を

経た上で転入学を許可することがある。 

２ 前項の転入学を許可された者の，すでに修得した授業科目及び卖位数ならびに在学期間につい

ては，研究科委員会において審査の上，その一部または全部を認める。 

第33条 病気またはその他やむを得ない事由で引き続き２カ月以上修学することができない者は，そ

の事由を付し，保証人連署の上，休学を願い出ることができる。ただし，病気の場合は医師の診断

書を添えなければならない。 

２ 休学の期間は１学期または２学期とし当該年度限りとする。ただし，特別の事情がある場合には，

願い出により引き続き２学期を限度として休学を許可することがある。 

３ 休学期間は，通算し博士前期課程においては２年，博士後期課程及び専門職学位課程において

は３年とし，これを超えることはできない。 

４ 休学期間は，在学年数に算入しない。 

５ 休学に関する規程は，明治学院大学大学院学籍の取扱いに関する規程に定める。 

第 34 条 病気またはその他の事由によって退学しようとする者は，その理由を付し，保証人連署の上，

願い出なければならない。 

２ 正当な理由で退学した者が再入学しようとする場合には，事情を考慮した上で，これを許可するこ

とがある。 

第 35条 学籍に関する細目は，別に定める。 

第 36 条 入学，留学，休学，復学，退学，再入学の許可は，当該研究科委員会の議を経て，学長が

これを行なう。 

第 37 条 本大学院における同一研究科の最長在学期間は，前期課程は４年，後期課程及び専門職

学位課程は６年とする。 

第 38条 学力優秀，志操堅固な者は，これを表彰することがある。 

第 39条 学生にして次の各号の一に該当する者は，懲戒(譴責，停学および退学)とする。 

(1) 本学建学の精神または学生の本分にもとり，本学則に背いた者 

(2) 性行不良にして成業の見込みがない者 

(3) 正当の理由がなく出席常でない者 
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第 40 条 本大学院の特定の授業科目につき履修しようとする者があるときは，正規学生の教育研究

に支障をきたさない範囲において研究科委員会で選考の上，これを許可することがある。 

(1) 科目等履修生の入学資格は，第26条に規定する者、修士又は専門職学位の学位を有する者

とする。 

(2) 科目等履修生が履修することのできる科目は，１年を通じて 12卖位以内とする。 

(3) 履修を願い出る者は，所定の願書に審査料を添えて出願しなければならない。 

(4) 科目等履修生は，その履修した授業科目について試験を受けることができる。 

(5) 科目等履修生が，履修科目について試験を受け合格した者には，願い出により当該授業科目

の卖位を与え，卖位取得証明書を交付することができる。 

(6) 科目等履修生の選考料および学納金等に関する規定は，別に定める。 

第 41 条 本大学院で特定課題について研究指導を希望する者があるときは，別に定める規程により，

研究生として受け入れることができる。 

第 42条 外国人の入学志願者は，選考の上，これを許可することがある。 

２ 外国人学生には，学生に関する規程のすべてを準用する。 
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第 43 条 入学金，授業料，施設費，設備費，実験実習料，教育維持費およびその他諸費を学納金と

いう。 

第 44 条 入学を志願する者は，入学検定料を前納しなければならない。入学検定料の細目は，明治

学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。 

２ 入学を許可された者は，別表第２(専門職学位課程は別表第３)に定める入学金を別に定める学納

金と共に所定の期日までに納付しなければならない。 

第 45 条 学納金のうち，授業料，施設費，設備費，実験実習料，教育維持費は，年額の２分の１を，

それぞれの学期の学納金とし，春学期が４月末日，秋学期が10月末日までに納付しなければなら

ない。 

２ 授業料、施設費、設備費は、別表第２(専門職学位課程は別表第３)に定める。実験実習料、教育

維持費およびその他諸費の細目は、明治学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。 

3 第 36 条に定める留学を許可された者は、留学期間中の在籍料を納付しなければならない。在籍

料は明治学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。ただし、協定によるものは別に定める。 

4 第33条第１項に定める休学を許可された者は、休学期間中の在籍料を納付しなければならない。

在籍料は明治学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。 

第46条 学納金を期日までに納付しない者は，出席停止を命じ，滞納２週間以上にわたる者は，これ

を除籍することがある。 

第 47条 すでに納付した学納金は，事情のいかんにかかわらず，これを返却しない。 

 

 13   

第 48 条 本大学院学生は，その研究目的を達成するために明治学院大学図書館を利用することが

できる。 

 

 14   

第49条 高等学校教諭もしくは中学校教諭の１種免許状を取得している者またはその取得所要資格

を有している者で，当該免許教科に係る高等学校教諭専修免許状，中学校教諭専修免許状また

は養護学校教諭専修免許状の取得資格を得ようとする者は，当該専攻において，教育職員免許

法および同法施行規則に定める所要の卖位を修得しなければならない。 

２ 前項により大学院において取得できる教科の種類は次のとおりとする。 
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研究科 専  攻 
高等学校教諭 

専修免許状 

中学校教諭 

専修免許状 

文学研究科 英文学専攻 外国語(英語) 

経済学研究科 
経済学専攻 

商 業  

地理歴史  

公 民 社 会 

経営学専攻 商 業  

社会学研究科 

社会学専攻 公 民 社 会 

社会福祉学専

攻 
公 民 社 会 

国際学研究科 国際学専攻 
地理歴史  

公 民 社 会 

心理学研究科 心理学専攻 公 民  

心理学研究科 心理学専攻 

特別支援学校教諭専修免許状 

(知的障害者に関する教育の領域) 

(肢体不自由者に関する教育の領域) 

(病弱者に関する教育の領域) 

 

 

 15   

第１節 教員組織及び運営組織 

第 50 条 法科大学院に法科大学院教授会を置き、教授をもって組織する。ただし、必要により、准教

授、専任講師を加えることができる。 

第 51条 法科大学院教授会に、法務職研究科長（以下「法科大学院長」という。）を置く。 

２ 法科大学院の法務専攻に主任教授を置く。 

第 52条 法科大学院長は、教授会を招集し、その議長となる。 

２ 教授会は、次の事項を審議する。ただし、第１号から第５号までの事項については、その決定は、

大学院委員会、大学評議会の承認を得なければならない。 

(1)法科大学院長候補者の推薦に関する事項 

(2)教員の任免、留学者の人選等法科大学院の人事に関する事項 

(3)法科大学院の予算編成に関する事項 

(4)法科大学院の設置および廃止に関する事項 

(5)授業科目の設置及び廃止に関する事項 

(6)専門職学位課程ならびに履修指導に関する事項 

(7)入学、留学、退学および休学に関する事項 

(8)学生の賞罰に関する事項 

(9)試験および修了に関する事項 

(10)委託生、科目等履修生、修了生および外国人学生に関する事項 

(11)その他法科大学院の組織運営に関する事項 

 

第２節 研究所 

第 53 条 法科大学院に、法科大学院付属研究所を置く。法科大学院付属研究所の規程は、別にこ

れを定める。 

 

 

  

この学則は、昭和 30年４月１日からこれを施行する。 
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付 則 

昭和 35年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 36年９月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 37年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 38年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 40年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 42年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 43年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 44年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 45年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 47年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 48年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 49年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 50年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 51年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 52年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 53年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 54年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 55年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 56年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 57年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 58年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 59年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 60年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和 61年４月１日一部改正施行 
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付 則 

昭和 62年４月１日一部改正施行 

付 則 

昭和63年４月１日一部改正施行（第３章第６条の経済学専攻の入学定員及び総定員の項を変更。旧

第 38 条削除。旧第 39 条、第 40 条、第 41 条を順次繰上げ第 38 条、第 39 条、第 40条に変更。第

41条学納金規定の新設。旧第 42条及び第 43条を統合して第 42条とする。旧第 44条を第 43条と

しその第２項に実験実習料の徴収を規定。第44条施設費及び設備費を規定、第45条、第46条、第

47条学費等の呼称変更。第43条第１項及び第44条の規定は、昭和62年度以前に入学した学生に

ついても適用する。） 

付 則 

平成元年４月１日一部改正施行 

付 則 

平成２年４月１日一部改正施行 

付 則 

平成３年４月１日一部改正施行 

付 則 

平成３年７月１日一部改正施行 

付 則 

平成４年４月１日一部改正施行 

付 則 

平成５年４月１日一部改正施行 

付 則 

平成６年４月１日一部改正施行（文学研究科心理学専攻修士課程を増設。第８条授業科目、卖位数、

研究指導および履修方法の別表第１における授業科目の開設、変更、削除および履修方法の一部

変更。第 49 条教育職員免許状の種類、免許教科の改定、文学研究科心理学専攻の免許教科の開

設。第49条教育職員免許状の免許教科の改定は、1994年度より適用し、1993年度までの入学者は、

従前の例による。） 

付 則 

平成７年４月１日一部改正施行（第１条の２､第 31条､第 40条､別表第１､別表第２)  

付 則 

平成８年４月１日一部改正施行（別表第１，別表第２） 

付 則 

平成 9年 4月 1日一部改正施行（第 4条、第 6条、第 15条、第 16条、第 49条経営学専攻に名称

を変更｡ただし、1997 年度の入学者より適用し､1996 年度までの入学者は従前の例による｡第 8 条別

表第 1における領域の再編、科目の新設、廃止等の修正。) 

付 則 

平成 10年 4月 1日一部改正施行（別表第 1、別表第 2） 

付 則 

平成 11年 4月 1日一部改正施行（別表第 1、別表第 2） 

付 則 

平成 12年 4月１日一部改正施行（文学研究科フランス文学専攻修士課程を増設。第８条授業科目、

卖位数、研究指導、および履修方法の別表第１における授業科目の開設、変更、削除および履修方

法の一部変更。第４条、第６条、第 15条、別表第１、別表第２） 

付 則 

平成 13 年 4 月 1 日一部改正施行（文学研究科芸術学専攻修士課程を増設。経済学研究科経営学

専攻博士前期課程定員増。第 8 条授業科目、卖位数、研究指導および履修方法の別表第１におけ

る授業科目の開設、変更、削除および履修方法の一部変更。） 

付 則 
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平成 14年 4月１日一部改正施行(第 26条学校教育法施行規則の改正に伴う変更。「本学学部３年 

修了者の本学大学院への早期入学等に関する規程」の制定に伴い、入学資格を一部追加。第 26条

ならびに第 27条省庁再編による名称変更。） 

付 則 

平成15年４月１日一部改正施行（文学研究科フランス文学専攻および芸術学専攻後期課程設置。第

８条授業科目、卖位数、研究指導および履修方法の別表第１における授業科目の開設、変更、削除

および履修方法の一部変更。） 

付 則  

平成 16 年４月１日一部改正施行（法務職研究科設置および心理学研究科心理学専攻設置による改

正。第８条授業科目、卖位数、研究指導および履修方法の別表第１における授業科目の開設、変更、

削除および履修方法の一部変更。） 

付 則  

平成17年４月１日一部改正施行（第24条，第29条，第33条，第43条，第44条，第45条，別表第

１，別表第２，別表第３） 

付 則 

平成 18 年４月１日一部改正施行（第 4条，第 6条，第 16 条，第 43 条、第 44 条、第 44 条第 2項、

第 45 条第 2項，第 52 条第 2項。別表第１ 社会学研究科社会学専攻および社会福祉学専攻に博

士後期課程を設置、社会学・社会福祉学専攻博士後期課程を募集停止。別表第２，別表第３） 

付 則 

平成19年４月１日一部改正施行（第2条，第4条，第6条，第16条，第26条，第33条，第37条 心

理学研究科心理学専攻博士後期課程設置による改正，修士課程は募集停止。教育研究上の目的を

定めて第 6 条とし、以下第 16 条までを繰下げ。第 7 条 文学研究科心理学専攻修士課程の廃止、

法学研究科法律学専攻博士前期課程の募集停止および廃止。第 25 条 休業日の例外。第 30 条，

第40条，第 44条，別表第２ 表現の修正。第49条 学校教育法等の一部改正による免許状の種類

の変更。国際学専攻を追加。第 50条 学校教育法の一部改正による助教授の名称変更。別表第１） 

付 則 

平成 20年４月１日一部改正施行（別表第１、別表第２ 社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程

３年制コース新設） 

付 則 

平成21年４月１日一部改正施行（第26条、第27条 学校教育法施行規則の改正に伴う入学資格の

改正。別表第１） 

付 則 

平成22年４月１日一部改正施行（第 4条、第7条、第16条の 2 社会学・社会福祉学専攻廃止に伴

う変更。第6条 研究科ごとの目的を定めた。第7条 経営学専攻博士前期課程と法務専攻専門職学

位課程の収容定員を変更。第 45条 留学・休学期間中の在籍料。別表第 1、別表第 2、別表第 3） 

付 則 

平成23年４月１日一部改正施行（第19条 研究科委員長選任方法について明文化。第24条 学部

学則に合わせた学期期間の変更。別表第 1、別表第 2） 
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博士前期課程 

〔必修科目〕 

Proseminar ２ 

Thesis Writing １Ａ ２ Thesis Writing １Ｂ ２ 

Thesis Writing ２Ａ ２ Thesis Writing ２Ｂ ２ 

研究法演習 ２ 

〔英米文学専修者授業科目〕 

イギリス文学基礎研究Ａ ２ イギリス文学基礎研究Ｂ ２ 

イギリス文学（近代小説）ⅠＡ ２ イギリス文学（近代小説）ⅠＢ ２ 

イギリス文学（近代小説）ⅡＡ ２ イギリス文学（近代小説）ⅡＢ ２ 

イギリス文学（近代小説）ⅢＡ ２ イギリス文学（近代小説）ⅢＢ ２ 

イギリス文学（近代小説）ⅣＡ ２ イギリス文学（近代小説）ⅣＢ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅠＡ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅠＢ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅡＡ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅡＢ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅢＡ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅢＢ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅣＡ ２ 

イギリス文学（19～20世紀小説）ⅣＢ ２ 

イギリス文学（詩）ⅠＡ ２ イギリス文学（詩）ⅠＢ ２ 

イギリス文学（詩）ⅡＡ ２ イギリス文学（詩）ⅡＢ ２ 

イギリス文学（詩）ⅢＡ ２ イギリス文学（詩）ⅢＢ ２ 

イギリス文学（詩）ⅣＡ ２ イギリス文学（詩）ⅣＢ ２ 

イギリス文学（演劇）ⅠＡ ２ イギリス文学（演劇）ⅠＢ ２ 

イギリス文学（演劇）ⅡＡ ２ イギリス文学（演劇）ⅡＢ ２ 

イギリス文学（演劇）ⅢＡ ２ イギリス文学（演劇）ⅢＢ ２ 

イギリス文学（演劇）ⅣＡ ２ イギリス文学（演劇）ⅣＢ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅠＡ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅠＢ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅡＡ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅡＢ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅢＡ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅢＢ ２ 

イギリス文学（20世紀小説）ⅣＡ ２ 
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イギリス文学（20世紀小説）ⅣＢ ２ 

アメリカ文学基礎研究Ａ ２ アメリカ文学基礎研究Ｂ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅠＡ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅠＢ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅡＡ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅡＢ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅢＡ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅢＢ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅣＡ ２ 

アメリカ文学（19～20世紀小説）ⅣＢ ２ 

アメリカ文学（現代小説･文化）ⅠＡ ２ アメリカ文学（現代小説･文化）ⅠＢ ２ 

アメリカ文学（現代小説･文化）ⅡＡ ２ アメリカ文学（現代小説･文化）ⅡＢ ２ 

アメリカ文学（現代小説･文化）ⅢＡ ２ アメリカ文学（現代小説･文化）ⅢＢ ２ 

アメリカ文学（現代小説･文化）ⅣＡ ２ アメリカ文学（現代小説･文化）ⅣＢ ２ 

アメリカ文学（詩・批評）ⅠＡ ２ アメリカ文学（詩 ・批評）ⅠＢ ２ 

アメリカ文学（詩 ・批評）ⅡＡ ２ アメリカ文学（詩 ・批評）ⅡＢ ２ 

アメリカ文学（詩 ・批評）ⅢＡ ２ アメリカ文学（詩 ・批評）ⅢＢ ２ 

アメリカ文学（詩 ・批評）ⅣＡ ２ アメリカ文学（詩 ・批評）ⅣＢ ２ 

アメリカ文学（小説・批評）ⅠＡ ２ アメリカ文学（小説・批評）ⅠＢ ２ 

アメリカ文学（小説・批評）ⅡＡ ２ アメリカ文学（小説・批評）ⅡＢ ２ 

アメリカ文学（小説・批評）ⅢＡ ２ アメリカ文学（小説・批評）ⅢＢ ２ 

アメリカ文学（小説・批評）ⅣＡ ２ アメリカ文学（小説・批評）ⅣＢ ２ 

〔英語学専修者授業科目〕 

英語学基礎研究ⅠＡ ２ 英語学基礎研究ⅠＢ ２ 

英語学基礎研究ⅡＡ ２ 英語学基礎研究ⅡＢ ２ 

英語学（音声学）ⅠＡ ２ 英語学（音声学）ⅠＢ ２ 

英語学（音声学）ⅡＡ ２ 英語学（音声学）ⅡＢ ２ 

英語学（音声学）ⅢＡ ２ 英語学（音声学）ⅢＢ ２ 

英語学（音声学）ⅣＡ ２ 英語学（音声学）ⅣＢ ２ 

英語学（統語論）ⅠＡ ２ 英語学（統語論）ⅠＢ ２ 

英語学（統語論）ⅡＡ ２ 英語学（統語論）ⅡＢ ２ 

英語学（統語論）ⅢＡ ２ 英語学（統語論）ⅢＢ ２ 

英語学（統語論）ⅣＡ ２ 英語学（統語論）ⅣＢ ２ 

英語学（意味論）ⅠＡ ２ 英語学（意味論）ⅠＢ ２ 

英語学（意味論）ⅡＡ ２ 英語学（意味論）ⅡＢ ２ 

英語学（意味論）ⅢＡ ２ 英語学（意味論）ⅢＢ ２ 

英語学（意味論）ⅣＡ ２ 英語学（意味論）ⅣＢ ２ 

英語学（社会言語学）ⅠＡ ２ 英語学（社会言語学）ⅠＢ ２ 
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英語学（社会言語学）ⅡＡ ２ 英語学（社会言語学）ⅡＢ ２ 

英語学（社会言語学）ⅢＡ ２ 英語学（社会言語学）ⅢＢ ２ 

英語学（社会言語学）ⅣＡ ２ 英語学（社会言語学）ⅣＢ ２ 

英語学（言語習得論）ⅠＡ ２ 英語学（言語習得論）ⅠＢ ２ 

英語学（言語習得論）ⅡＡ ２ 英語学（言語習得論）ⅡＢ ２ 

英語学（言語習得論）ⅢＡ ２ 英語学（言語習得論）ⅢＢ ２ 

英語学（言語習得論）ⅣＡ ２ 英語学（言語習得論）ⅣＢ ２ 

英語学（英語教育学）ⅠＡ ２ 英語学（英語教育学）ⅠＢ ２ 

英語学（英語教育学）ⅡＡ ２ 英語学（英語教育学）ⅡＢ ２ 

英語学（英語教育学）ⅢＡ ２ 英語学（英語教育学）ⅢＢ ２ 

英語学（英語教育学）ⅣＡ ２ 英語学（英語教育学）ⅣＢ ２ 

〔共通授業科目〕 

英米文学特講Ａ ２ 英米文学特講Ｂ ２ 

英語学特講(英語教育研究)Ａ ２ 英語学特講(英語教育研究)Ｂ ２ 

 

博士後期課程 

研究指導 ４ 

 

履修方法 

(１) 博士前期課程にあっては、２年以上在学し、32 卖位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け

た上で、修士論文を作成しなければならない。 

(２) 博士前期課程では、すでに卖位を修得した科目の再履修はできない。 

(３) 前期課程にあっては，指導教授の講義を２年度にわたって受講しなければならない。なお講義

科目Ⅰ～Ⅳのうち３科目以降は修了要件卖位には含まれない。 

(４) 文学部英文学科の教員が担当するコース科目（各コースの文化研究Ａ・Ｂ，３・４年次演習，

Topics in British Culture Ａ・Ｂ，Topics in American Culture Ａ・Ｂ，Topics in Linguistics Ａ・

Ｂを除く）の中から４科目８卖位に限って，イギリス文学基礎研究Ａ・Ｂ，アメリカ文学基礎研究

Ａ・Ｂ，英語学基礎研究ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・ⅡＢ，の修得とすることができる。履修にあたっては

指導教員が指定し，英文学専攻主任の許可を得なければならない。また、学部科目修得後

のイギリス文学基礎研究Ａ・Ｂ，アメリカ文学基礎研究Ａ・Ｂ，英語学基礎研究ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・

ⅡＢへの認定は英文学専攻主任が行う。なお，学部コース科目については通年で完結するも

のなので，Ａ・Ｂを連続して履修しなければならない。 

(５) 博士前記課程の必修科目の履修については次の通りとする。ア、Thesis writing １Ａ,１Ｂ（英米文

学専修科目）または Thesis writing ２Ａ,２Ｂ（英語学専修科目）は、一年次に履修することが望

ましい。イ、Proseminar は、一年次に履修することが望ましい。ウ、指導教授の開講する研究

法演習は、二年次に履修することが望ましい。 

(６) 後期課程にあたっては，指導教授の研究指導12卖位を修得し，毎年、博士準備論文を執筆し、

修了にあたっては博士後期課程論文を提出しなければならない。 
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(７) 指導教授と専攻主任が認めた場合には、文学研究科内の他専攻の開設科目を履修して、８卖

位までを本専攻における修了卖位とみなすことができる。 

(８) 後期課程の在学者は，前期課程の講義を受講することができる。 

 

 

 

 

博士前期課程 

＊テクスト性研究コース 

演習ⅠＡ ２ 演習ⅠＢ ２ 

演習ⅡＡ ２ 演習ⅡＢ ２ 

演習ⅢＡ ２ 演習ⅢＢ ２ 

演習ⅣＡ ２ 演習ⅣＢ ２ 

特殊研究ⅠＡ ２ 特殊研究ⅠＢ ２ 

特殊研究ⅡＡ ２ 特殊研究ⅡＢ ２ 

特殊研究ⅢＡ ２ 特殊研究ⅢＢ ２ 

特殊研究ⅣＡ ２ 特殊研究ⅣＢ ２ 

＊モデルニテ研究コース 

演習ⅤＡ ２ 演習ⅤＢ ２ 

演習ⅥＡ ２ 演習ⅥＢ ２ 

演習ⅦＡ ２ 演習ⅦＢ ２ 

演習ⅧＡ ２ 演習ⅧＢ ２ 

特殊研究ⅤＡ ２ 特殊研究ⅤＢ ２ 

特殊研究ⅥＡ ２ 特殊研究ⅥＢ ２ 

特殊研究ⅦＡ ２ 特殊研究ⅦＢ ２ 

特殊研究ⅧＡ ２ 特殊研究ⅧＢ ２ 

＊共通 

基礎研究ⅠＡ ２ 基礎研究ⅠＢ ２ 

基礎研究ⅡＡ ２ 基礎研究ⅡＢ ２ 

基礎研究ⅢＡ ２ 基礎研究ⅢＢ ２ 

基礎研究ⅣＡ ２ 基礎研究ⅣＢ ２ 

 

博士後期課程 

＊テクスト性研究コース 

特別演習ⅠＡ ２ 特別演習ⅠＢ ２ 

特別演習ⅡＡ ２ 特別演習ⅡＢ ２ 

特別講義ⅠＡ ２ 特別講義ⅠＢ ２ 

特別講義ⅡＡ ２ 特別講義ⅡＢ ２ 



 19 

＊モデルニテ研究コース 

特別演習ⅢＡ ２ 特別演習ⅢＢ ２ 

特別演習ⅣＡ ２ 特別演習ⅣＢ ２ 

特別講義ⅢＡ ２ 特別講義ⅢＢ ２ 

特別講義ⅣＡ ２ 特別講義ⅣＢ ２ 

＊共通 

研究実習Ａ １ 研究実習Ｂ １ 

 

履修方法 

１．博士前期課程にあっては、「演習」は、指導担当教授の授業を２年度にわたって必修とするが、他

の「演習」（他コースも含む）を併せて履修してもよい。「特殊研究」は、年度ごとに、所属コースの

「特殊研究Ａ・Ｂ」の２科目を必修とするが、他の「特殊研究Ａ・Ｂ」（他コースをも含む）を併せて

履修してもよい。文学部フランス文学科の開講科目で「文学・言語論科目」及び「モデルニテ科

目」のうち、当該年度に指定された科目を選んで履修した場合(A・B の通年履修を条件とする)、

「基礎研究ⅠＡ・ⅠＢ」「基礎研究ⅡＡ・ⅡＢ」「基礎研究ⅢＡ・ⅢＢ」「基礎研究ⅣＡ・ⅣＢ」の修了

卖位として認定する。なお、「基礎研究」は６科目計 12 卖位を上限とする。また、指導担当教授

が認めた場合には、文学研究科内の他専攻の開講科目を履修して、８卖位までを本専攻にお

ける修了卖位とみなすことができる。 

２．博士前期課程にあっては、30卖位以上を修得し、かつ、修士論文を提出しなければならない。 

３．「修士論文」は６卖位であり、履修卖位の合計は 36卖位である。 

４．博士後期課程にあっては、指導教授の研究指導に基づいて、16 卖位以上を修得し、かつ、博士

論文を作成しなければならない。 

 

 

 

 

博士前期課程 

１ 音楽学研究コース 

音楽学演習ⅠＡ ２ 音楽学演習ⅠＢ ２ 

音楽学演習ⅠＣ ２ 音楽学演習ⅠＤ ２ 

音楽学演習ⅡＡ ２ 音楽学演習ⅡＢ ２ 

音楽学演習ⅡＣ ２ 音楽学演習ⅡＤ ２ 

音楽学特殊講義ⅠＡ ２ 音楽学特殊講義ⅠＢ ２ 

音楽学特殊講義ⅡＡ ２ 音楽学特殊講義ⅡＢ ２ 

音楽学特殊講義ⅢＡ ２ 音楽学特殊講義ⅢＢ ２ 

音楽学特殊講義ⅣＡ ２ 音楽学特殊講義ⅣＢ ２ 

音楽学特殊講義ⅤＡ ２ 音楽学特殊講義ⅤＢ ２ 

音楽学特殊講義ⅥＡ ２ 音楽学特殊講義ⅥＢ ２ 
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２ 映像芸術学研究コース 

映像芸術学演習ⅠＡ ２ 映像芸術学演習ⅠＢ ２ 

映像芸術学演習ⅠＣ ２ 映像芸術学演習ⅠＤ ２ 

映像芸術学演習ⅡＡ ２ 映像芸術学演習ⅡＢ ２ 

映像芸術学演習ⅡＣ ２ 映像芸術学演習ⅡＤ ２ 

映像芸術学演習ⅢＡ ２ 映像芸術学演習ⅢＢ ２ 

映像芸術学演習ⅢＣ ２ 映像芸術学演習ⅢＤ ２ 

映像芸術学特殊講義ⅠＡ ２ 映像芸術学特殊講義ⅠＢ ２ 

映像芸術学特殊講義ⅡＡ ２ 映像芸術学特殊講義ⅡＢ ２ 

映像芸術学特殊講義ⅢＡ ２ 映像芸術学特殊講義ⅢＢ ２ 

映像芸術学特殊講義ⅣＡ ２ 映像芸術学特殊講義ⅣＢ ２ 

３ 美術史学研究コース 

美術史学演習ⅠＡ ２ 美術史学演習ⅠＢ ２ 

美術史学演習ⅠＣ ２ 美術史学演習ⅠＤ ２ 

美術史学演習ⅡＡ ２ 美術史学演習ⅡＢ ２ 

美術史学演習ⅡＣ ２ 美術史学演習ⅡＤ ２ 

美術史学演習ⅢＡ ２ 美術史学演習ⅢＢ ２ 

美術史学演習ⅢＣ ２ 美術史学演習ⅢＤ ２ 

美術史学特殊講義ⅠＡ ２ 美術史学特殊講義ⅠＢ ２ 

美術史学特殊講義ⅡＡ ２ 美術史学特殊講義ⅡＢ ２ 

美術史特殊講義ⅢＡ ２ 美術史学特殊講義ⅢＢ ２ 

美術史学特殊講義ⅣＡ ２ 美術史学特殊講義ⅣＢ ２ 

４ 芸術メディア論研究コース 

芸術メディア論演習ⅠＡ ２ 芸術メディア論演習ⅠＢ ２ 

芸術メディア論演習ⅠＣ ２ 芸術メディア論演習ⅠＤ ２ 

芸術メディア論演習ⅡＡ ２ 芸術メディア論演習ⅡＢ ２ 

芸術メディア論演習ⅡＣ ２ 芸術メディア論演習ⅡＤ ２ 

芸術メディア論演習ⅢＡ ２ 芸術メディア論演習ⅢＢ ２ 

芸術メディア論演習ⅢＣ ２ 芸術メディア論演習ⅢＤ ２ 

芸術メディア論特殊講義ⅠＡ ２ 芸術メディア論特殊講義ⅠＢ ２ 

芸術メディア論特殊講義ⅡＡ ２ 芸術メディア論特殊講義ⅡＢ ２ 

芸術メディア論特殊講義ⅢＡ ２ 芸術メディア論特殊講義ⅢＢ ２ 

芸術メディア論特殊講義ⅣＡ ２ 芸術メディア論特殊講義ⅣＢ ２ 

５ 博物館学芸員課程関係科目 

博物館概論 2 

博物館学各論Ａ 2 博物館学各論Ｂ 2 

教育学概論Ａ 2 教育学概論Ｂ 2 

生涯学習概論 2 
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視聴覚教育メディア論Ａ 2 視聴覚教育メディア論Ｂ 2 

博物館実習 3  

西洋美術通史Ｐ 2 西洋美術通史Ｓ 2 

日本・西洋美術通史Ｐ 2 日本・西洋美術通史Ｓ 2 

日本・東洋美術史研究Ａ 2 日本・東洋美術史研究Ｂ 2 

西洋美術史研究１Ａ 2 西洋美術史研究１Ｂ 2 

西洋美術史研究２Ａ 2 西洋美術史研究２Ｂ 2 

文化史Ａ 2 文化史Ｂ 2 

民俗学Ａ 2 民俗学Ｂ 2 

 

 

博士後期課程 

１ 音楽学研究コース 

音楽学特殊研究ⅠＡ ２ 音楽学特殊研究ⅠＢ ２ 

音楽学特殊研究ⅡＡ ２ 音楽学特殊研究ⅡＢ ２ 

２ 映像芸術学研究コース 

映像芸術学特殊研究ⅠＡ ２ 映像芸術学特殊研究ⅠＢ ２ 

映像芸術学特殊研究ⅡＡ ２ 映像芸術学特殊研究ⅡＢ ２ 

映像芸術学特殊研究ⅢＡ ２ 映像芸術学特殊研究ⅢＢ ２ 

３ 美術史学研究コース 

美術史学特殊研究ⅠＡ ２ 美術史学特殊研究ⅠＢ ２ 

美術史学特殊研究ⅡＡ ２ 美術史学特殊研究ⅡＢ ２ 

美術史学特殊研究ⅢＡ ２ 美術史学特殊研究ⅢＢ ２ 

４芸術メディア論研究コース 

芸術メディア論特殊研究 ⅠA ２ 芸術メディア論特殊研究 ⅠB ２ 

芸術メディア論特殊研究 ⅡA ２ 芸術メディア論特殊研究 ⅡB ２ 

芸術メディア論特殊研究 ⅢA ２ 芸術メディア論特殊研究 ⅢB ２ 

５ 博物館学芸員課程関係科目 

(省略) 

 

履修方法 

１ 芸術学専攻博士前期課程にあっては、２年以上在学し、３２卖位以上を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けたうえで、修士論文を作成しなければならない。 

２ 指導教授は所属コースの専任教員のなかから選ぶ。 

３ 「演習」は、指導教授の授業を２年度にわたって必修とするが、併せて他の「演習」（他コースも含

む）を年度ごとに履修することもできる。いずれの場合も「演習」の再履修は２年を上限とする。 

４ 「特殊講義」は所属コースの「特殊講義」のうち、１科目を履修しなければならないが、他の「特殊

講義」（他コースも含む）も併せて履修することができる。 
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５ 指導担当教授が認めた場合には、文学研究科内の他専攻の開講科目を履修して、２科目４卖位

までを本専攻における修了卖位とみなすことができる。 

６ 芸術学専攻博士後期課程にあっては、原則として指導教授の講義８卖位（特殊研究２科目４卖位

を２年間にわたって履修する）を含め１２卖位を履修し、かつ、博士論文を作成しなければならな

い。 

７ 文学部芸術学科が併設する博物館学芸員課程の授業科目を，文学研究科芸術学専攻博士前期

課程および博士後期課程の学生が修得し，学芸員資格を得ることができる。 

８ 博物館学芸員課程の授業科目の卖位は，文学研究科芸術学専攻博士前期課程および博士後期

課程の，修了に必要な卖位には含まれない。 

 

 

 

 

博士前期課程 

【演習科目】 

演習Ⅰ ４ 演習Ⅱ ４ 

【第一分野】 

ミクロ経済学特論 1 ２ ミクロ経済学特論 2 ２ 

マクロ経済学特論 1 ２ マクロ経済学特論 2 ２ 

経済政策論特論 1 ２ 経済政策論特論 2 ２ 

経済数学特論 ２ 応用数学特論 ２ 

数理統計学特論 ２ 時系列解析特論 ２ 

社会政策論特論１ ２ 社会政策論特論２ ２ 

農業政策論特論 1 ２ 農業政策論特論 2 ２ 

一般均衡特論１ ２ 一般均衡特論２ ２ 

【第二分野】 

日本経済史特論 1 ２ 日本経済史特論 2 ２ 

西洋経済史特論 1 ２ 西洋経済史特論 2 ２ 

経済学史特論 ２ 比較経済思想史特論 ２ 

世界経済論特論 1 ２ 世界経済論特論 2 ２ 

ヨーロッパ経済特論 1 ２ ヨーロッパ経済特論 2 ２ 

日本経済論特論 1 ２ 日本経済論特論 2 ２ 

中国経済論特論 1 ２ 中国経済論特論 2 ２ 

【第三分野】 

金融論特論 1 ２ 金融論特論 2 ２ 

国際金融論特論１ ２ 国際金融論特論２ ２ 

租税法特論 1 ２ 租税法特論 2 ２ 

財政学特論 ２ 租税論特論 ２ 
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公共経済学特論 ２ 地方財政論特論 ２ 

特殊講義１ ２ 特殊講義２ ２ 

公共政策論特論１ ２ 公共政策論特論２ ２ 

 

博士後期課程 

理論経済学特殊研究(Ⅰ) 4 理論経済学特殊研究(Ⅰ)演習 4 

理論経済学特殊研究(Ⅱ) 4 理論経済学特殊研究(Ⅱ)演習 4 

理論経済学特殊研究（Ⅲ） 4 理論経済学特殊研究（Ⅲ）演習 4 

金融論特殊研究(Ⅰ) 4 金融論特殊研究(Ⅰ)演習 4 

金融論特殊研究(Ⅱ) 4 金融論特殊研究(Ⅱ)演習 4 

経済数学特殊研究(Ⅰ) 4 経済数学特殊研究(Ⅰ)演習 4 

経済数学特殊研究(Ⅱ) 4 経済数学特殊研究(Ⅱ)演習 4 

経済史特殊研究(Ⅰ) 4 経済史特殊研究(Ⅰ)演習 4 

経済史特殊研究(Ⅱ) 4 経済史特殊研究(Ⅱ)演習 4 

経済史特殊研究(Ⅲ) 4 経済史特殊研究(Ⅲ)演習 4 

各国経済論特殊研究(Ⅰ) 4 各国経済論特殊研究(Ⅰ)演習 4 

各国経済論特殊研究(Ⅱ) 4 各国経済論特殊研究(Ⅱ)演習 4 

経済政策論特殊研究(Ⅰ) 4 経済政策論特殊研究(Ⅰ)演習 4 

経済政策論特殊研究(Ⅱ) 4 経済政策論特殊研究(Ⅱ)演習 4 

経済政策論特殊研究(Ⅲ) 4 経済政策論特殊研究(Ⅲ)演習 4 

経済学史特殊研究 4 経済学史特殊研究演習 4 

公共経済学特殊研究(Ⅰ) 4 公共経済学特殊研究(Ⅰ)演習 4 

公共経済学特殊研究(Ⅱ) 4 公共経済学特殊研究(Ⅱ)演習 4 

公共政策論特殊研究(Ⅰ) 4 公共政策論特殊研究(Ⅰ)演習 4 

 

履修方法 

1. 経済学研究科経済学専攻前期課程にあっては、２年以上在籍し、３０卖位以上を修得し、かつ必

要な研究指導を受けたうえで、修士論文を作成しなければならない。 

2. 経済学研究科経済学専攻前期課程では、卖位修得科目の再履修はできない。 

3. 経済学研究科経済学専攻前期課程にあっては、指導教授による講義２科目４卖位と２年継続の

演習８卖位(１年次４卖位、２年次４卖位)合計１２卖位を必修とする。 

4. 経済学研究科経済学専攻前期課程にあっては、必修科目以外に、所属専攻の授業科目の中か

ら１８卖位以上を履修する。ただし、18 卖位の内、主要分野から 6卖位以上を修得し、他分野の

一分野から 2科目 4卖位以上を修得しなければならない。 

5. 経済学研究科経済学専攻前期課程にあっては、同一研究科内の他専攻の講義８卖位までは、指

導教授の承認を得て履修することが認められ、修了卖位に含める事ができる。 

6. 経済学研究科経済学専攻前期課程にあっては、経済学部経済学科の開講する専門科目のうち

演習を除く８卖位まで指導教授の許可を得て、履修することが認められ、修了卖位に含める事が
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できる。 

7. 後期課程にあっては、指導教授の講義科目（４卖位）と、演習(４卖位)３年連続で 12 卖位を履修し、

合計１６卖位を修得しなければならない。さらに、在籍期間中、指導教授の指導にもとづいて、

必要な科目を履修しなければならない。 

 

 

 

 

博士前期課程 

技術管理論特論Ⅰ ２ 技術管理論特論Ⅱ ２ 

技術管理論特論演習Ⅰ ２ 技術管理論特論演習Ⅱ ２ 

技術管理論特論演習Ⅲ ２ 技術管理論特論演習Ⅳ ２ 

消費者行動論特論 ２ 

経営組織論特論Ⅰ ２ 経営組織論特論Ⅱ ２ 

経営組織論特論演習Ⅰ ２ 経営組織論特論演習Ⅱ ２ 

経営組織論特論演習Ⅲ ２ 経営組織論特論演習Ⅳ ２ 

国際経営論特論Ⅰ ２ 国際経営論特論Ⅱ ２ 

国際経営論特論演習Ⅰ ２ 国際経営論特論演習Ⅱ ２ 

国際経営論特論演習Ⅲ ２ 国際経営論特論演習Ⅳ ２ 

情報管理論特論Ⅰ ２ 情報管理論特論Ⅱ ２ 

情報管理論特論演習Ⅰ ２ 情報管理論特論演習Ⅱ ２ 

情報管理論特論演習Ⅲ ２ 情報管理論特論演習Ⅳ ２ 

経営戦略論特論Ⅰ ２ 経営戦略論特論Ⅱ ２ 

経営戦略論特論演習Ⅰ ２ 経営戦略論特論演習Ⅱ ２ 

経営戦略論特論演習Ⅲ ２ 経営戦略論特論演習Ⅳ ２ 

ファイナンス特論Ⅰ ２ ファイナンス特論Ⅱ ２ 

ファイナンス特論演習Ⅰ ２ ファイナンス特論演習Ⅱ ２ 

ファイナンス特論演習Ⅲ ２ ファイナンス特論演習Ⅳ ２ 

会計学史特論Ⅰ ２ 会計学史特論Ⅱ ２ 

会計学史特論演習Ⅰ ２ 会計学史特論演習Ⅱ ２ 

会計学史特論演習Ⅲ ２ 会計学史特論演習Ⅳ ２ 

財務会計論特論Ⅰ ２ 財務会計論特論Ⅱ ２ 

財務会計論特論演習Ⅰ ２ 財務会計論特論演習Ⅱ ２ 

財務会計論特論演習Ⅲ ２ 財務会計論特論演習Ⅳ ２ 

管理会計論特論Ⅰ ２ 管理会計論特論Ⅱ ２ 

管理会計論特論演習Ⅰ ２ 管理会計論特論演習Ⅱ ２ 

管理会計論特論演習Ⅲ ２ 管理会計論特論演習Ⅳ ２ 

原価計算論特論Ⅰ ２ 原価計算論特論Ⅱ ２ 
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原価計算論特論演習Ⅰ ２ 原価計算論特論演習Ⅱ ２ 

原価計算論特論演習Ⅲ ２ 原価計算論特論演習Ⅳ ２ 

会計監査論特論 ２ 

マーケティング情報システム論特論Ⅰ ２ 

マーケティング情報システム論特論Ⅱ ２ 

マーケティング情報システム論特論演習Ⅰ ２ 

マーケティング情報システム論特論演習Ⅱ ２ 

マーケティング情報システム論特論演習Ⅲ ２ 

マーケティング情報システム論特論演習Ⅳ ２ 

消費者政策論特論 ２ 税務会計論特論 ２ 

経営学史特論 ２ 

経営労務論特論Ⅰ ２ 経営労務論特論Ⅱ ２ 

経営労務論特論演習Ⅰ ２ 経営労務論特論演習Ⅱ ２ 

経営労務論特論演習Ⅲ ２ 経営労務論特論演習Ⅳ ２ 

流通システム特論Ⅰ ２ 流通システム特論Ⅱ ２ 

流通システム特論演習Ⅰ ２ 流通システム特論演習Ⅱ ２ 

流通システム特論演習Ⅲ ２ 流通システム特論演習Ⅳ ２ 

マーケティングコミュニケーション特論 ２ 

国際会計論特論Ⅰ ２ 国際会計論特論Ⅱ ２ 

国際会計論特論演習Ⅰ ２ 国際会計論特論演習Ⅱ ２ 

国際会計論特論演習Ⅲ ２ 国際会計論特論演習Ⅳ ２ 

マーケティング・サイエンス特論Ⅰ ２ マーケティング・サイエンス特論Ⅱ ２ 

マーケティング・サイエンス特論演習Ⅰ ２ 

マーケティング・サイエンス特論演習Ⅱ ２ 

マーケティング・サイエンス特論演習Ⅲ ２ 

マーケティング・サイエンス特論演習Ⅳ ２ 

ドイツの自然と文化Ⅰ ２ ドイツの自然と文化Ⅱ ２ 

イタリアのキリスト教文化Ⅰ ２ イタリアのキリスト教文化Ⅱ ２ 

論文指導 ４ 生産管理論２ ２ 

税務会計１ ２ 税務会計２ ２ 

 

 博士後期課程 

マーケティングマネジメント特殊研究 ４ 

マーケティングマネジメント特殊研究演習 ４ 

貿易論特殊研究 ４ 貿易論特殊研究演習 ４ 

商品学特殊研究 ４ 

海上保険論特殊研究 ４ 海上保険論特殊研究演習 ４ 

金融論特殊研究 ４ 
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証券論特殊研究 ４ 

経営史特殊研究 ４ 経営史特殊研究演習 ４ 

流通政策特殊研究 ４ 流通政策特殊研究演習 ４ 

経営学史特殊研究 ４ 経営学史特殊研究演習 ４ 

経営組織論特殊研究 ４ 経営組織論特殊研究演習 ４ 

ファイナンス特殊研究 ４ ファイナンス特殊研究演習 ４ 

経営労務論特殊研究 ４ 経営労務論特殊研究演習 ４ 

経営戦略論特殊研究 ４ 経営戦略論特殊研究演習 ４ 

消費者行動論特殊研究 ４ 消費者行動論特殊研究演習 ４ 

会計学原理特殊研究 ４ 会計学原理特殊研究演習 ４ 

会計学史特殊研究 ４ 会計学史特殊研究演習 ４ 

財務会計論特殊研究 ４ 財務会計論特殊研究演習 ４ 

管理会計論特殊研究 ４ 管理会計論特殊研究演習 ４ 

会計監査論特殊研究 ４ 会計監査論特殊研究演習 ４ 

原価計算論特殊研究 ４ 原価計算論特殊研究演習 ４ 

会計情報システム論特殊研究 ４ 会計情報システム論特殊研究演習 ４ 

情報管理論特殊研究 ４ 情報管理論特殊研究演習 ４ 

国際経営論特殊研究 ４ 国際経営論特殊研究演習 ４ 

サービス・マーケティング特殊研究 ４ サービス・マーケティング特殊研究演習 ４ 

 

履修方法 

１．経済学研究科経営学専攻前期課程にあっては、２年以上在籍し、30卖位以上を修得し、かつ、修

士論文を提出しなければならない。 

２．経済学研究科経営学専攻前期課程の学生はＡ群科目中から6卖位以上を履修しなければならな

い。 

３．経済学研究科経営学専攻前期課程にあっては、経営学専攻主任の許可を得て、経済学部経営

学科と国際経営学科開講科目の内、Ａ群科目、Ｂ群科目(インターンシップ講義、インターンシップ

実習、基礎演習、演習Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４、卒業論文、演習Ｂ１・Ｂ２を除く)及び国際経営学科Ｃ群科

目(ビジネス外国語Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４、国際研修プログラム、国際研修ボランティアプログラ

ムを除く)の中から８卖位の履修が認められ、修了卖位に含める事ができる。 

４．経済学研究科経営学専攻前期課程にあっては、経営学専攻主任の許可を得て、同一研究科内

の他専攻の講義８卖位まで履修することが認められ、修了卖位に含める事ができる。 

５．経済学研究科経営学専攻前期課程の演習科目については、２年継続して同じ科目を履修するこ

とができない。 

６．後期課程にあっては、指導教授の講義科目と演習(8 卖位)を修得しなければならない。さらに、在

籍期間中、指導教授の指導にもとづいて、必要な科目を履修しなければならない。 
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博士前期課程 

１．基礎研究 

社会学基礎研究Ａ ２ 社会学基礎研究Ｂ ２ 

社会学基礎演習 ４ 

２．理論・方法論研究 

社会学方法論研究１Ａ ２ 社会学方法論研究１Ｂ ２ 

社会学方法論研究２Ａ ２ 社会学方法論研究２Ｂ ２ 

３．個別分野研究 

家族社会学研究１Ａ ２ 家族社会学研究１Ｂ ２ 

家族社会学研究２Ａ ２ 家族社会学研究２Ｂ ２ 

性現象論研究１Ａ ２ 性現象論研究１Ｂ ２ 

性現象論研究２Ａ ２ 性現象論研究２Ｂ ２ 

医療と身体研究１Ａ ２ 医療と身体研究１Ｂ ２ 

医療と身体研究２Ａ ２ 医療と身体研究２Ｂ ２ 

犯罪社会学研究１Ａ ２ 犯罪社会学研究１Ｂ ２ 

犯罪社会学研究２Ａ ２ 犯罪社会学研究２Ｂ ２ 

文化社会学研究１Ａ ２ 文化社会学研究１Ｂ ２ 

文化社会学研究２Ａ ２ 文化社会学研究２Ｂ ２ 

宗教社会学研究１Ａ ２ 宗教社会学研究１Ｂ ２ 

宗教社会学研究２Ａ ２ 宗教社会学研究２Ｂ ２ 

社会心理学研究１Ａ ２ 社会心理学研究１Ｂ ２ 

社会心理学研究２Ａ ２ 社会心理学研究２Ｂ ２ 

比較社会学研究１Ａ ２ 比較社会学研究１Ｂ ２ 

比較社会学研究２Ａ ２ 比較社会学研究２Ｂ ２ 

相互行為論研究１Ａ ２ 相互行為論研究１Ｂ ２ 

相互行為論研究２Ａ ２ 相互行為論研究２Ｂ ２ 

社会倫理学研究１Ａ ２ 社会倫理学研究１Ｂ ２ 

社会倫理学研究２Ａ ２ 社会倫理学研究２Ｂ ２ 

都市と地域社会研究１Ａ ２ 都市と地域社会研究１Ｂ ２ 

都市と地域社会研究２Ａ ２ 都市と地域社会研究２Ｂ ２ 

社会構造論研究１Ａ ２ 社会構造論研究１Ｂ ２ 

社会構造論研究２Ａ ２ 社会構造論研究２Ｂ ２ 

環境社会学研究１Ａ ２ 環境社会学研究１Ｂ ２ 

環境社会学研究２Ａ ２ 環境社会学研究２Ｂ ２ 

ﾒﾃﾞｨｱ社会学研究１Ａ ２ ﾒﾃﾞｨｱ社会学研究１Ｂ ２ 

ﾒﾃﾞｨｱ社会学研究２Ａ ２ ﾒﾃﾞｨｱ社会学研究２Ｂ ２ 
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歴史社会学研究１A ２ 歴史社会学研究１B ２ 

歴史社会学研究２A ２ 歴史社会学研究２B ２ 

市民社会論研究１A ２ 市民社会論研究１B ２ 

市民社会論研究２A ２ 市民社会論研究２B ２ 

４．特殊分野研究 

社会学特講ⅠＡ ２ 社会学特講ⅡＡ ２ 

社会学特講ⅢＡ ２ 社会学特講ⅣＡ ２ 

社会学特講ⅠＢ ２ 社会学特講ⅡＢ ２ 

社会学特講ⅢＢ ２ 社会学特講ⅣＢ ２ 

５．実習 

調査実習Ⅰ ４ 調査実習Ⅱ ４ 

調査実習Ⅲ ４ 調査実習Ⅳ ４ 

６．研究指導 

研究指導 ６ 

７．社会調査士資格関係科目 

社会調査の基礎 ２ 社会調査の技法 ２ 

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ演習 ２ 社会統計学 ２ 

数量データ分析 ２ 質的データ分析 ２ 

社会調査実習 ４  

 

履修方法 

1. 博士前期課程にあっては、2 年以上在籍し、30 卖位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け

た上で、修士論文を作成しなければならない。 

2. 博士前期課程では、研究指導以外、卖位修得科目の再履修はできない。 

3. 必修科目は、社会学基礎演習4卖位および研究指導6卖位（1年次3卖位、2年次3卖位）であ

る。 

4. 研究指導は、原則として同一教員のものを履修することとする。 

5. その他の授業科目8科目 20卖位以上を選択履修するものとする。 

6. 社会学科の専任教員が担当する学部専門科目2科目4卖位に限って、社会学基礎研究の習得と

することができる。履修に当たっては指導教員が指定し、社会学専攻主任の許可を受けなけれ

ばならない。 

7. 同一研究科内の他専攻の授業科目から 3科目 10卖位までは、研究科委員会の承認を得て支流

することができる。 

8. 社会学部社会学科が併設する社会調査士資格取得のための授業科目を、社会学研究科社会学

専攻博士前期課程の学生が履修し、社会調査士資格の認定を申請することができる。 

9. 社会調査士資格関係科目の卖位は、社会学研究科社会学専攻博士前期課程の修了に必要な

卖位には含まれない。 
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博士後期課程 

１．研究指導 

研究指導（社会学方法論研究） ４ 研究指導（社会心理学研究） ４ 

研究指導（比較社会学研究） ４ 研究指導（家族社会学研究） ４ 

研究指導（犯罪社会学研究） ４ 研究指導（文化社会学研究） ４ 

研究指導（宗教社会学研究） ４ 研究指導（性現象論研究） ４ 

研究指導（都市と地域社会研究） ４ 研究指導（医療と身体研究） ４ 

研究指導（相互行為研究） ４ 研究指導（社会構造論研究） ４ 

研究指導（社会倫理学研究） ４ 研究指導(環境社会学研究) ４ 

研究指導(メディア社会学研究) ４ 研究指導（歴史社会学研究） ４ 

研究指導（市民社会論研究） ４ 

２．社会調査士資格関係科目 

社会調査の基礎 ２ 社会調査の技法 ２ 

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ演習 ２ 社会統計学 ２ 

数量データ分析 ２ 質的データ分析 ２ 

社会調査実習 ４  

 

履修方法 

1. 社会学研究科社会学専攻博士後期課程にあっては、指導教授の研究指導 4 卖位を 3 年継続し

て修得（合計 12卖位）しなければならない。 

2. 社会学部社会学科が併設する社会調査士資格取得のための授業科目を、社会学研究科社会学

専攻博士後期課程の学生が履修し、社会調査士資格の認定を申請することができる。 

3. 社会調査士資格関係科目の卖位は、社会学研究科社会学専攻博士後期課程の修了に必要な

卖位には含まれない。 

 

 

 

 

博士前期課程 

１．基礎研究領域 

社会福祉原論研究Ａ ２ 社会福祉原論研究Ｂ ２ 

ソーシャルワーク論研究Ａ ２ ソーシャルワーク論研究Ｂ ２ 

社会福祉研究法Ａ ２ 社会福祉研究法Ｂ ２ 

社会保障論研究Ａ ２ 社会保障論研究Ｂ ２ 

社会福祉史研究Ａ ２ 社会福祉史研究Ｂ ２ 

社会福祉法制研究Ａ ２ 社会福祉法制研究Ｂ ２ 

社会福祉調査論研究Ａ ２ 社会福祉調査論研究Ｂ ２ 

２．実践研究領域 



 30 

ソーシャルワーク研究１Ａ ２ ソーシャルワーク研究１Ｂ ２ 

ソーシャルワーク研究２Ａ ２ ソーシャルワーク研究２Ｂ ２ 

ソーシャルワーク研究３Ａ ２ ソーシャルワーク研究３Ｂ ２ 

ソーシャルワーク研究４Ａ ２ ソーシャルワーク研究４Ｂ ２ 

ソーシャルワーク研究５Ａ ２ ソーシャルワーク研究５Ｂ ２ 

３．実習関係領域 

ソーシャルワーク実習１ ４ ソーシャルワーク実習２ ４ 

ソーシャルワーク実習３ ４ ソーシャルワーク実習４ ４ 

社会福祉調査実習 ４   

４．課題別研究領域 

公的扶助論研究Ａ ２ 公的扶助論研究Ｂ ２ 

地域福祉論研究Ａ ２ 地域福祉論研究Ｂ ２ 

精神保健福祉論研究Ａ ２ 精神保健福祉論研究Ｂ ２ 

児童福祉論研究Ａ ２ 児童福祉論研究Ｂ ２ 

障害者福祉論研究Ａ ２ 障害者福祉論研究Ｂ ２ 

高齢者福祉論研究Ａ ２ 高齢者福祉論研究Ｂ ２ 

医療福祉論研究Ａ ２ 医療福祉論研究Ｂ ２ 

５．特別講義領域 

社会福祉研究特講 ２ ソーシャルワーク研究特講 ２ 

６．研究指導領域 

研究指導１ ３ 研究指導２ ３ 

 

履修方法 

１．博士前期課程にあっては、2年以上在学し、30卖位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた

上で、修士論文を作成しなければならない。 

２．「現職ソーシャルワーカーのためのリカレント教育をサポートする」ためのコース(以下３年制コース

と称する。３年制コースは長期在学制度を指す。)を選択した者については、３年以上在学し、３

３卖位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で、研究課題修了報告書あるいは修士

論文を作成しなければならない。 

前記研究課題修了報告書は、修士論文と同等の明治学院大学学位規程における学位論文にあ

たる。 

３．博士前期課程の２年制コースと３年制コースの選択は入学試験の際に行う。選択したコースは、理

由を問わずこれを変更できない。 

４．研究指導１・３卖位合計６卖位（１年次３卖位、２年次３卖位）は２年制コースの、研究指導２・３卖位

合計９卖位（１年次３卖位、２年次３卖位、３年次３卖位）は３年制コースの必修科目とする。その

他、社会福祉原論研究Ａ・２卖位および社会福祉原論研究Ｂ・２卖位、ソーシャルワーク論研究

Ａ・２卖位およびソーシャルワーク論研究Ｂ・２卖位を必修とする。なお、研究指導は、原則として

同一教員のものを履修することとする。 
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５．博士前期課程では卖位修得科目の再履修はできない。 

６．必修科目以外に、所属専攻の授業科目の中から 16卖位以上を選択履修する。 

７．同一研究科内の他専攻の授業科目の中から３科目 10 卖位までは、研究科委員会の承認を得て

履修することができる。 

 

博士後期課程 

研究指導（社会福祉原論研究） ４ 

研究指導（社会福祉史研究） ４ 

研究指導（社会保障論研究） ４ 

研究指導（社会福祉法制論研究） ４ 

研究指導（地域福祉論研究） ４ 

研究指導（児童福祉論研究） ４ 

研究指導（高齢者福祉論研究） ４ 

研究指導（精神保健福祉論研究） ４ 

研究指導（障害者福祉論研究） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク研究１） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク研究２） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク研究３） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク研究４） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク研究５） ４ 

研究指導（ソーシャルワーク論研究） ４ 

研究指導（医療福祉論研究） ４ 

研究指導（社会福祉調査論研究） ４ 

研究指導（公的扶助論研究） ４ 

 

履修方法 

社会学研究科社会福祉学専攻博士後期課程にあっては、指導教授の研究指導４卖位を３年継続し

て修得（合計１２卖位）しなければならない。 

 

 

 

 

博士後期課程 

研究指導（法哲学A） ２ 研究指導（法哲学B） ２ 

研究指導（西洋法制史A） ２ 研究指導（西洋法制史 B） ２ 

研究指導（法社会学 A） ２ 研究指導（法社会学 B） ２ 

研究指導（憲法 A） ２ 研究指導（憲法 B） ２ 

研究指導（行政法１A） ２ 研究指導（行政法１B） ２ 
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研究指導（行政法２A） ２ 研究指導（行政法２B） ２ 

研究指導（租税法 A） ２ 研究指導（租税法 B） ２ 

研究指導（国際法１A） ２ 研究指導（国際法１B） ２ 

研究指導（国際法２A） ２ 研究指導（国際法２B） ２ 

研究指導（国際取引法１A） ２ 研究指導（国際取引法１B） ２ 

研究指導（国際取引法２A） ２ 研究指導（国際取引法２B） ２ 

研究指導（民法１A） ２ 研究指導（民法１B） ２ 

研究指導（民法２A） ２ 研究指導（民法２B） ２ 

研究指導（民法３A） ２ 研究指導（民法３B） ２ 

研究指導（民法４A） ２ 研究指導（民法４B） ２ 

研究指導（消費者法 A） ２ 研究指導（消費者法 B） ２ 

研究指導（商法１A） ２ 研究指導（商法１B） ２ 

研究指導（商法２A） ２ 研究指導（商法２B） ２ 

研究指導（商法３A） ２ 研究指導（商法３B） ２ 

研究指導（商法４A） ２ 研究指導（商法４B） ２ 

研究指導（商法５A） ２ 研究指導（商法５B） ２ 

研究指導（民事訴訟法１A） ２ 研究指導（民事訴訟法１B） ２ 

研究指導（民事訴訟法２A） ２ 研究指導（民事訴訟法２B） ２ 

研究指導（刑事法１A） ２ 研究指導（刑事法１B） ２ 

研究指導（刑事法２A） ２ 研究指導（刑事法２B） ２ 

研究指導（刑事法３A） ２ 研究指導（刑事法３B） ２ 

研究指導（経済法 A） ２ 研究指導（経済法 B） ２ 

研究指導（労働法 A） ２ 研究指導（労働法 B） ２ 

研究指導（外国法 A） ２ 研究指導（外国法 B） ２ 

研究指導（環境法 A） ２ 研究指導（環境法 B） ２ 

研究指導（行政学 A） ２ 研究指導（行政学 B） ２ 

研究指導（政治思想史 A） ２ 研究指導（政治思想史 B） ２ 

研究指導（政治史 A） ２ 研究指導（政治史 B） ２ 

研究指導（政治体制論 A） ２ 研究指導（政治体制論 B） ２ 

研究指導（国際政治学１A） ２ 研究指導（国際政治学１B） ２ 

研究指導（国際政治学２A） ２ 研究指導（国際政治学２B） ２ 

研究指導（比較政治学 A） ２ 研究指導（比較政治学 B） ２ 

研究指導（政治情報論 A） ２ 研究指導（政治情報論 B） ２ 

研究指導（公共政策論 A） ２ 研究指導（公共政策論 B） ２ 

研究指導（法情報学 A） ２ 研究指導（法情報学 B） ２ 

研究指導（知的財産権法Ａ） ２ 研究指導（知的財産権法Ｂ） ２ 

 

履修方法 
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 指導教授の研究指導（半期２卖位）を３年間継続して修得（合計１２卖位）しなければならない。 

 

 

 

 

博士前期課程 

国際学基礎研究甲１ ２ 国際学基礎研究甲２ ２ 

国際学基礎研究乙１ ２ 国際学基礎研究乙２ ２ 

国際学基礎演習Ａ１ ２ 国際学基礎演習Ａ２ ２ 

国際学基礎演習Ｂ１ ２ 国際学基礎演習Ｂ２ ２ 

日本研究・アジア研究 

日本・アジア研究領域基礎演習１ ２ 日本・アジア研究領域基礎演習２ ２ 

東アジア政治・外交史１ ２ 東アジア政治・外交史２ ２ 

東アジア政治・外交史研究指導１ ２ 東アジア政治・外交史研究指導２ ２ 

開発経済論１ ２ 開発経済論２ ２ 

開発経済論研究指導１ ２ 開発経済論研究指導２ ２ 

マイノリティ研究１ ２ マイノリティ研究２ ２ 

マイノリティ研究・研究指導１ ２ マイノリティ研究・研究指導２ ２ 

比較制度経済学１ ２ 比較制度経済学２ ２ 

比較制度経済学研究指導１ ２ 比較制度経済学研究指導２ ２ 

日本文学・文芸評論１ ２ 日本文学・文芸評論２ ２ 

日本文学・文芸評論研究指導１ ２ 日本文学・文芸評論研究指導２ ２ 

日本語教育論１ ２ 日本語教育論２ ２ 

日本語教育論研究指導１ ２ 日本語教育論研究指導２ ２ 

中国政治経済論１ ２ 中国政治経済論２ ２ 

中国政治経済論研究指導１ ２ 中国政治経済論研究指導２ ２ 

成長と分配１ ２ 成長と分配２ ２ 

成長と分配研究指導１ ２ 成長と分配研究指導２ ２ 

政治社会思想史１ ２ 政治社会思想史２ ２ 

政治社会思想史研究指導１ ２ 政治社会思想史研究指導２ ２ 

单アジア研究１ ２ 单アジア研究２ ２ 

单アジア研究・研究指導１ ２ 单アジア研究・研究指導２ ２ 

アジア政治経済論１ ２ アジア政治経済論２ ２ 

アジア政治経済論研究指導１ ２ アジア政治経済論研究指導２ ２ 

比較文学１ ２ 比較文学２ ２ 

比較文学研究指導１ ２ 比較文学研究指導２ ２ 

比較教育学１ ２ 比較教育学２ ２ 

比較教育学研究指導１ ２ 比較教育学研究指導２ ２ 
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平和研究 

平和研究領域基礎演習１ ２ 平和研究領域基礎演習２ ２ 

文化創造論１ ２ 文化創造論２ ２ 

文化創造論研究指導１ ２ 文化創造論研究指導２ ２ 

イスラム思想論１ ２ イスラム思想論２ ２ 

イスラム思想論研究指導１ ２ イスラム思想論研究指導２ ２ 

アフリカ政治経済論１ ２ アフリカ政治経済論２ ２ 

アフリカ政治経済論研究指導１ ２ アフリカ政治経済論研究指導２ ２ 

キリスト教思想論１ ２ キリスト教思想論２ ２ 

キリスト教思想論研究指導１ ２ キリスト教思想論研究指導２ ２ 

平和の思想１ ２ 平和の思想２ ２ 

平和の思想研究指導１ ２ 平和の思想研究指導２ ２ 

国際関係法１ ２ 国際関係法２ ２ 

国際関係法研究指導１ ２ 国際関係法研究指導２ ２ 

軍縮と平和１ ２ 軍縮と平和２ ２ 

軍縮と平和研究指導１ ２ 軍縮と平和研究指導２ ２ 

比較文化論１ ２ 比較文化論２ ２ 

比較文化論研究指導１ ２ 比較文化論研究指導２ ２ 

仏教文化史１ ２ 仏教文化史２ ２ 

仏教文化史研究指導１ ２ 仏教文化史研究指導２ ２ 

政治社会学１ ２ 政治社会学２ ２ 

政治社会学研究指導１ ２ 政治社会学研究指導２ ２ 

ＮＧＯ論１ ２ ＮＧＯ論２ ２ 

ＮＧＯ論研究指導１ ２ ＮＧＯ論研究指導２ ２ 

ジェンダー研究１ ２ ジェンダー研究２ ２ 

ジェンダー研究・研究指導１ ２ ジェンダー研究・研究指導２ ２ 

グローバル社会研究 

グローバル社会研究領域基礎演習１ ２ 

グローバル社会研究領域基礎演習２ ２ 

ヨーロッパ政治経済論１ ２ ヨーロッパ政治経済論２ ２ 

ヨーロッパ政治経済論研究指導１ ２ ヨーロッパ政治経済論研究指導２ ２ 

芸術文化論１ ２ 芸術文化論２ ２ 

芸術文化論研究指導１ ２ 芸術文化論研究指導２ ２ 

比較政治学１ ２ 比較政治学２ ２ 

比較政治学研究指導１ ２ 比較政治学研究指導２ ２ 

国際文化論１ ２ 国際文化論２ ２ 

国際文化論研究指導１ ２ 国際文化論研究指導２ ２ 

国際文化論研究指導１ ２ 国際文化論研究指導２ ２ 
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ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ１ ２ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ２ ２ 

グローバル・ファイナンス研究指導１ ２ 

グローバル・ファイナンス研究指導２ ２ 

ラテンアメリカ研究１ ２ ラテンアメリカ研究２ ２ 

ラテンアメリカ研究・研究指導１ ２ ラテンアメリカ研究・研究指導２ ２ 

環境と政策１ ２ 環境と政策２ ２ 

環境と政策研究指導１ ２ 環境と政策研究指導２ ２ 

国際政治経済論１ ２ 国際政治経済論２ ２ 

国際政治経済論研究指導１ ２ 国際政治経済論研究指導２ ２ 

中欧・東欧研究１ ２ 中欧・東欧研究２ ２ 

中欧・東欧研究・研究指導１ ２ 中欧・東欧研究・研究指導２ ２ 

農村開発と食糧１ ２ 農村開発と食糧２ ２ 

農村開発と食糧研究指導１ ２ 農村開発と食糧研究指導２ ２ 

国際関係論１ ２ 国際関係論２ ２ 

国際関係論研究指導１ ２ 国際関係論研究指導２ ２ 

国際移住・移動論１ ２ 国際移住・移動論２ ２ 

国際移住・移動論研究指導１ ２ 国際移住・移動論研究指導２ ２ 

国際金融の政治経済学１ ２ 国際金融の政治経済学２ ２ 

国際金融の政治経済学研究指導１ ２ 国際金融の政治経済学研究指導２ ２ 

国際経済法１ ２ 国際経済法２ ２ 

国際経済法研究指導１ ２ 国際経済法研究指導２ ２ 

インターンシップ 

インターンシップＡ 2 インターンシップＢ 4 

海外研究１ 2 海外研究２ 2 

論文指導 

研究指導（１） 2 研究指導（２） 2 

研究指導（３） 2 研究指導（４） 2 

研究指導（５） 2 研究指導（６） 2 

研究指導（７） 2 研究指導（８） 2 

研究指導（９） 2 研究指導（10） 2 

研究指導（11） 2 研究指導（12） 2 

研究指導（13） 2 研究指導（14） 2 

研究指導（15） 2 研究指導（16） 2 

研究指導（17） 2 研究指導（18） 2 

研究指導（19） 2 研究指導（20） 2 

研究指導（21） 2 研究指導（22） 2 

研究指導（23） 2 研究指導（24） 2 

研究指導（25） 2 研究指導（26） 2 
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研究指導（27） 2 研究指導（28） 2 

研究指導（29） 2 研究指導（30） 2 

研究指導（31） 2 研究指導（32） 2 

研究指導（33） 2 研究指導（34） 2 

研究指導（35） 2 研究指導（36） 2 

研究指導（37） 2 研究指導（38） 2 

研究指導（39） 2 研究指導（40） 2 

 

履修方法 

1. 博士前期課程にあっては、2 年以上在籍し、30 卖位以上を修得し、かつ必要な研究指導を

受けた上で、修士論文を作成しなければならない。 

2. 必修科目は、国際学基礎演習Ａ1、国際学基礎演習Ａ2、国際学基礎演習Ｂ1、国際学基礎

演習Ｂ2中より 2科目(４卖位)、研究指導を伴う科目中より 4科目(８卖位)、ならびに論文指導

としての研究指導 2科目(4卖位)の合計 16卖位とする。 

3. 研究指導を伴う科目については、原則として指導教員の開講する科目を履修しなければな

らない。 

4. その他の授業科目7科目 14卖位以上を選択履修するものとする。 

5. 国際学部国際学科の専任教員が担当する学科科目 4 科目 8卖位に限って、国際学基礎研

究甲 1、国際学基礎研究甲 2、国際学基礎研究乙 1、国際学基礎研究乙 2の修得とすること

ができる。履修にあたっては指導教員が指定し、国際学専攻主任の許可を得なければなら

ない。許可を得、修得した場合、修了卖位に含めることができる。 

 

博士後期課程 

世界問題特殊研究 

世界問題特殊研究Ⅰ(平和／政治発展) ４ 

世界問題特殊研究Ⅰ研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅱ(社会発展／経済開発) ４ 

世界問題特殊研究Ⅱ研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅲ(宗教・文化/ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｲｰ) ４ 

世界問題特殊研究Ⅲ（宗教･文化/ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｲｰ）研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅳ(環境・技術・経済) ４ 

世界問題特殊研究Ⅳ（環境・技術・経済）研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅴ(宗教・文化/ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｲｰ) ４ 

世界問題特殊研究Ⅴ（宗教･文化/ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｲｰ）研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅵ(民族・国家・世界観) ４ 

世界問題特殊研究Ⅵ（民族･国家・世界観）研究指導 ４ 

世界問題特殊研究Ⅶ(経済発展の第三の道) ４ 

世界問題特殊研究Ⅶ（経済発展の第三の道）研究指導 ４ 
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領域別特殊研究 

日本特殊研究Ⅰ(天皇制) ４ 

日本特殊研究Ⅰ（天皇制）研究指導 ４ 

日本特殊研究Ⅱ(社会的尐数者) ４ 

日本特殊研究Ⅱ（社会的尐数者）研究指導 ４ 

第三世界特殊研究(アジア中心) ４ 

第三世界特殊研究（アジア中心）研究指導 ４ 

国際政策特殊研究Ⅰ ４ 

国際政策特殊研究Ⅰ研究指導 ４ 

国際政策特殊研究Ⅱ ４ 

国際政策特殊研究Ⅱ研究指導 ４ 

国際組織殊研究(政治・軍事関係) ４ 

国際組織特殊研究（政治・軍事関係）研究指導 ４ 

非国家行為体特殊研究Ⅰ(社会運動) ４ 

非国家行為体特殊研究Ⅰ(社会運動)研究指導 ４ 

非国家行為体特殊研究Ⅱ(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ) ４ 

非国家行為体特殊研究Ⅱ(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ)研究指導 ４ 

 

履修方法 

国際学研究科国際学専攻後期課程にあっては、 

(1) 指導教授の講義科目４卖位と研究指導８卖位(２年間にわたって履修)合計１２卖位を修得し、

かつ、博士論文を作成しなければならない。 

(2) さらに、指導教授の指導にもとづいて、研究の基礎科目を受講しなければならない。 

(3) 研究指導は、研究指導教授(主)を含めて２名の指導によって世界問題特殊研究、領域別特

殊研究の両領域を組み合わせた指導をおこなう。 

 

 

 

 

博士前期課程 

Ⅰ 教育・発達心理学コース 

１ 必修科目 

〔２科目（４卖位）を全て履修すること。〕 

教育・発達心理学特論演習１ ２ 教育・発達心理学特論演習２ ２ 

 

２ 選択必修科目 

（1）講義科目 

〔2科目（4卖位）以上を履修すること。ただし、1科目につきＡ・Ｂを連続して履修すること。〕 
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発達心理学特論A 2 発達心理学特論B 2 

障害児・者心理学特論A 2 障害児・者心理学特論B 2 

（2）研究科目 

〔2科目（4卖位）以上を履修すること。〕 

教育・発達心理学特論研究１ ２ 教育・発達心理学特論研究２ ２ 

障害児・者心理学特論研究１ ２ 障害児・者心理学特論研究２ ２ 

 

３ 選択科目 

〔12科目（24卖位）以上を履修すること。〕 

(1)講義科目 

Ａ 基礎領域 

心理統計法特論 ２ 心理学研究法特論 ２ 

認知心理学特論 ２ 生理心理学特論 ２ 

パーソナリティ心理学特論 ２ 社会心理学特論 ２ 

産業・組織心理学特論 ２ 

Ｂ 発達領域 

臨床発達心理学総論 ２ 生活発達心理学特論 ２ 

老年心理学特論 ２ 発達検査法特論 ２ 

言語発達心理学特論 ２ 教育・発達アセスメント特論 ２ 

家族心理学特論 ２ 

Ｃ 特別支援領域 

特別支援教育学特論Ａ ２ 特別支援教育学特論Ｂ ２ 

障害児医学特論Ａ ２ 障害児医学特論Ｂ ２ 

精神医学特論Ａ ２ 精神医学特論Ｂ ２ 

Ｄ 学校心理領域 

カウンセリング心理学特論 ２ 学校カウンセリング特論 ２ 

教育心理学特論 ２ 教育評価・心理検査特論 ２ 

生徒指導・進路指導特論 ２ 

Ｅ 特殊講義 

特殊講義Ⅰ ２ 特殊講義Ⅱ ２ 

特殊講義Ⅲ ２ 特殊講義Ⅳ ２ 

（２）実習科目 

Ａ 学内実習 

教育・発達心理学実習１ ２ 教育・発達心理学実習２ ２ 

障害児臨床実習１ ２ 障害児臨床実習２ ２ 

Ｂ 学外実習 

教育・発達心理学外実習 ２ 障害児臨床学外実習 ２ 
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修了要件 

 心理学専攻博士前期課程教育・発達心理学コースを修了するためには、次に示す科目を履修して

卖位を取得すると共に「修士論文」を定められた期日までに提出し審査に合格することが必要であ

る。 

１ 必修科目 2科目 4卖位 

２ 選択必修科目 

（1）講義科目 2科目 4卖位 

（2）研究科目 2科目 4卖位 

３ 選択科目 12科目 24卖位 

合計 18科目 36卖位以上 

 

Ⅱ 臨床心理学コース 

１ 必修科目 

〔14科目（24卖位）を全て履修すること。〕 

臨床心理学特論Ａ 

臨床心理学特論Ｂ 

臨床心理面接特論Ａ 

臨床心理面接特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 臨床心理実習Ａ 

臨床心理実習Ｂ 

臨床心理特論演習１ 

臨床心理特論演習２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

臨床心理査定演習Ａ 

臨床心理査定演習Ｂ 

臨床心理基礎実習Ａ 

臨床心理基礎実習Ｂ 

２ 

２ 

１ 

１ 

 臨床心理特論研究１ 

臨床心理特論研究２ 

２ 

２ 

 

２ 選択必修科目 

(1)講義科目 

〔次の各群から各々１科目（２卖位）以上、計 5科目（10卖位）以上を履修すること。〕 

Ａ群 

 心理統計法特論 ２ 心理学研究法特論 ２ 

Ｂ群 

 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ心理学特論 ２ 認知心理学特論 ２ 

 発達心理学特論Ａ ２ 生理心理学特論 ２ 

 発達心理学特論Ｂ ２ 大脳生理学特論 ２ 

Ｃ群 

 社会心理学特論 ２ 犯罪心理学特論 ２ 

 家族心理学特論 ２ 産業・組織心理学特論 ２ 

Ｄ群 

 精神医学特論Ａ ２ 老年心理学特論 ２ 

 精神医学特論Ｂ ２ 障害児・者心理臨床学特論 ２ 
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 心身医学特論 ２  

Ｅ群 

 投影法特論 ２ 心理療法特論４ 

 心理療法特論１  （家族療法） ２ 

 （精神分析療法） ２ 心理療法特論５ 

 心理療法特論２  （遊戯療法・箱庭療法） ２ 

 （ｸﾗｲｴﾝﾄ中心療法） ２ 学校臨床心理学特論 ２ 

 心理療法特論３  ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱﾌﾟﾛｰﾁ特論Ａ ２ 

 （認知行動療法） ２ ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱﾌﾟﾛｰﾁ特論Ｂ ２ 

(2)体験・実習科目 

〔１科目（2卖位）以上を履修すること。〕 

 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｱﾌﾟﾛｰﾁ特論１  ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｱﾌﾟﾛｰﾁ特論２ 

 （集団療法） ２ （サイコドラマ） ２ 

 特別実習 ２ 

 

修了要件 

 心理学専攻博士前期課程臨床心理学コースを修了するためには、次に示す科目を履修して卖位

を取得すると共に、「修士論文」を定められた期日までに提出し審査に合格することが必要である。 

１ 必修科目  14 科目  24 卖位 

２ 選択必修科目 

(1)講義科目  5 科目  10 卖位 

(2)体験・実習科目 1科目  2 卖位 

合計  20 科目  36 卖位以上 

 

博士後期課程 

１．特別演習 

 特別演習ⅠＡ ４ 特別演習ⅠＣ ４ 

 特別演習ⅡＡ ４ 特別演習ⅡＣ ４ 

 特別演習ⅢＡ ４ 特別演習ⅢＣ ４ 

 特別演習ⅠＢ ４ 特別演習ⅠＤ ４ 

 特別演習ⅡＢ ４ 特別演習ⅡＤ ４ 

 特別演習ⅢＢ ４ 特別演習ⅢＤ ４ 

２．特別講義 

 特別講義Ａ ４ 特別講義Ｃ ４ 

 特別講義Ｂ ４ 特別講義Ｄ ４ 

 

修了要件 

心理学研究科心理学専攻博士後期課程にあっては、3 年以上在学し、論文指導教授の「特別演
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習」3科目（12卖位）、「特別講義」1科目（4卖位）、合わせて 16卖位以上を修得し、かつ、博士論文

の審査及び試験に合格しなければならない。 

 

 

 

 

法務専攻 

法律基本科目 51卖位必修 

実定法基礎科目群 

必修科目 

憲法 ２ 行政法 ２ 

民法１ ２ 民法２ ２ 

民法３ ２ 民法４ ２ 

民法５ ２ 民事訴訟法 ２ 

商法１ ３ 刑法１ ２ 

刑法２ ２ 刑事訴訟法 ２ 

選択科目 

公法基礎事例演習 １ 民事法基礎事例演習１ １ 

民事法基礎事例演習２ １ 刑事法基礎事例演習 １ 

商法２ ２ 商法３ １ 

実定法基幹科目群１ 

必修科目 

公法応用１ ２ 公法応用２ ２ 

民事法応用１ １ 民事法応用２ ２ 

民事法応用３ １ 民事法応用４ １ 

刑事法応用１ ２ 刑事法応用２ ２ 

実定法基幹科目群２ 

必修科目 

公法総合演習１ ２ 公法総合演習２ ２ 

民事法総合演習１ ２ 民事法総合演習２ ２ 

刑事法総合演習１ ２ 刑事法総合演習２ ２ 

法律実務基礎科目 ８卖位必修２卖位選択必修 

法曹基礎科目群 

必修科目 

法情報処理 １ 法律文書作成１ １ 

法律文書作成２ １ 

選択科目 

法曹基幹科目群 
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必修科目 

模擬裁判 １ 民事訴訟実務入門 １ 

法曹倫理 １ 民事訴訟実務の基礎１ １ 

刑事訴訟実務の基礎１ １ 

選択必修科目１（以下から１卖位以上） 

ローヤリング １ エクスターンシップ ２ 

選択必修科目２（以下から１卖位以上） 

民事訴訟実務の基礎２ １ 刑事訴訟実務の基礎２ １ 

リーガルクリニック ４ 

基礎法学・隣接科目・先端科目７卖位選択必修 

基礎法学・隣接科目群 

選択必修科目３（以下から 4卖位以上） 

法哲学 1 1 法哲学 2 1 

法社会学 1 日本法制史 1 

西洋法制史 1 近代家族法史 1 

法情報学 1 リスク管理と制度設計 1 

法と経済学 1 法律と人工知能 1 

法と会計学 1 アメリカ法 1 1 

アメリカ法 2 1 アジア法 1 

先端科目群（以下から選択必修 3卖位以上） 

グローバル分野 

選択必修科目４ 

グローバル企業法 １ 国際人権法 １ 

国際関係法特講 １ 実務国際契約法 １ 

ＥＵ法 1 

社会貢献分野 

選択必修科目４ 

ＮＰＯと法 １ 公共政策 １ 

国際環境法 １ 

選択科目 

消費者法分野特講 １ 消費者法の実務 1 

その他 

選択必修科目 4 

企業法務特講１ 1 企業法務特講２ １ 

先端分野法特講 1 1 先端分野法特講 2 1 

選択科目 

租税法実務特講 1 自由研究 1 
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他法科大学院提供科目 

選択科目 

地方自治法 2 自治体政策法務 2 

医事法 2 

 

 

展開科目 ８卖位選択必修 

展開科目群 

選択必修科目５（以下から８卖位以上） 

金融法 １ 不動産法 １ 

刑事政策 １ 保険法 １ 

信託法 １ 裁判外紛争処理 １ 

経済刑法 １ 刑事司法過程論（尐年法を含む） １ 

国際紛争処理法 １ 倒産法 ２ 

国際法 ２ 租税法 ２ 

経済法 ２ 労働法 ２ 

知的財産権法 ２ 国際取引法・国際私法 ２ 

民事執行･民事保全法 ３ 

選択科目 

消費者法 １ 環境法 １ 

展開科目群（研究） 

選択科目 

憲法研究１ １ 憲法研究２ １ 

行政法研究１ １ 行政法研究２ １ 

民法研究１ １ 民法研究２ １ 

商法研究１ １ 商法研究２ １ 

民事法研究１ １ 民事法研究２ １ 

刑法研究１ １ 刑法研究２ １ 

民事訴訟法研究１ １ 民事訴訟法研究２ １ 

刑事訴訟法研究１ １ 刑事訴訟法研究２ １ 

基礎法研究１ １ 基礎法研究２ １ 

国際法研究１ １ 国際法研究２ １ 

環境法研究１ １ 環境法研究２ １ 

展開科目群（演習） 

選択科目 

公法判例演習１ １ 公法判例演習２ １ 

民事法判例演習１ １ 民事法判例演習２ １ 

刑事法判例演習１ １ 刑事法判例演習２ １ 
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最新判例演習１ １ 最新判例演習２ １ 

選択科目演習 １ 

 

履修方法 

（１） 専門職学位課程にあっては、３年以上在学し、９４卖位以上を修得しなければならない。ただし、

２６卖位以上３０卖位以下の卖位を認定され、期間短縮措置の適用を受けた者については、２

年以上在学することで足りるものとし、履修上、１年目を２年次生として扱い、２年目を３年次生

として扱う。 

（２） 指定された講義科目の中より、次の卖位を修得しなければならない。 

（ｲ） 必修科目の５８卖位 

（ﾛ） 選択必修科目群 1から 1卖位、選択必修科目群 2から 1卖位、選択必修科目群 3から

4卖位、選択必修科目群 4から 3卖位、選択必修科目群5から 8卖位の計 17卖位 

（ﾊ） 選択科目、および、前記の既履修選択必修科目を除く科目の中から、あわせて１９卖位

以上 

（ﾆ） 前記履修は、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接・先端科目、展開科目（展開科目群）

からあわせて 33卖位以上であること 

（３） 科目は、原則として、年次配当に従って履修するようにつとめなければならない。 

１年次配当の科目は、２年次以上でも履修可能であり、また、２年次配当の科目は、３年次でも

履修可能である。 
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2 (専門職学位課程を除く) 

  (備考) 

入学金 150,000 
本学学部、博士前期課程、修士課程および 

専門職学位課程出身者は免除 

授業料 510,000 毎年次 

授業料 

(博士前期課程 3

年制コース) 

340,000 毎年次 

施設費 

(05 年度生まで) 

100,000 博士前期課程、修士課程 1，2年次 

67,000 博士後期課程 1，2年次 

66,000 博士後期課程 3年次 

施設費 

(06 年度生から) 
100,000 毎年次 

設備費 20,000 毎年次 

博士前期課程3年制コースの授業料は授業料2年分を3で除した金額（千円

未満切り上げ）とする。 

 

 

3 ( ) 

  (備考) 

入学金 150,000 本学学部出身者は免除 

授業料 1,250,000 毎年次 

施設費 250,000 毎年次 

設備費 20,000 毎年次 

 

 


